
清
代
前
期
食
糧
暴
動
の
行
動
論
理
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堀

地

明

【
要
約
】
　
清
代
前
期
、
と
り
わ
け
一
七
四
〇
～
五
〇
年
代
に
集
中
し
て
発
生
し
た
食
糧
暴
動
の
形
態
と
は
、
①
日
常
的
な
米
穀
の
貸
借
関
係
に
基
づ
い
て
、

富
察
に
貸
し
付
け
を
強
要
す
る
爵
号
、
強
借
が
発
展
し
商
店
・
富
象
か
ら
米
穀
を
掠
奪
す
る
強
捻
、
②
米
穀
の
流
出
に
よ
る
米
価
高
騰
を
懸
念
し
て
、
あ

る
地
域
か
ら
他
地
域
へ
の
米
穀
運
搬
船
の
出
航
・
通
過
を
陽
止
す
る
阻
米
、
③
官
に
対
し
て
蝕
鰹
対
策
の
一
策
で
あ
る
官
穀
の
廉
売
を
求
め
る
騒
擾
た
る

隔
賑
で
あ
る
。
闇
賑
に
お
い
て
は
、
民
衆
は
圏
家
を
敵
対
的
関
係
に
位
置
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
保
護
と
依
存
を
求
め
る
正
当
的
賑
済
観
念

を
行
動
の
よ
り
所
と
し
て
い
た
。
全
て
の
形
態
に
お
け
る
暴
動
の
参
加
者
は
、
特
定
の
階
層
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
く
は
数
十
人
程
度
の
小
規

模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
首
謀
者
は
、
第
一
に
生
員
・
革
生
麺
・
愛
煙
な
ど
科
挙
の
身
分
体
系
に
連
な
る
人
々
、
第
二
に
無
頼
・
遊
手
・
導
師
な
ど
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
専
用
に
お
い
て
通
常
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
殺
人
や
放
火
と
い
っ
た
行
為
は
見
ら
れ
ず
、
暴
動
に
は
一
定
の
自
己
規
律
性
を
見
出
す
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
七
巻
二
号
　
一
九
九
四
年
三
月

は
じ
め
に
i
課
題
と
方
法
一

　
商
贔
経
済
の
発
展
が
著
し
い
十
六
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
、
木
綿
や
絹
と
と
も
に
米
穀
も
大
量
に
商
品
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

飢
謹
・
災
害
に
よ
る
米
穀
流
通
の
乱
れ
や
米
価
の
騰
貴
に
対
す
る
民
衆
の
異
議
申
し
立
て
ば
、
食
糧
暴
動
（
捻
米
）
と
し
て
顕
在
化
し
た
。
小
稿

は
康
熈
・
蘭
越
・
乾
隆
年
間
（
主
と
し
て
＋
三
世
）
に
わ
た
る
清
代
前
期
の
食
糧
暴
動
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
清
時
代
の
食
糧
暴
動
に
関

す
る
研
究
は
、
抗
租
（
小
作
人
の
反
地
主
運
動
）
・
贈
爵
（
私
的
隷
属
民
の
身
分
解
放
運
動
）
・
民
変
（
都
市
畏
衆
の
反
返
家
．
反
郷
紳
運
鋤
）
な
ど
に
此
べ

て
多
く
癒
く
、
民
衆
運
動
研
究
に
お
い
て
も
主
要
な
分
野
と
な
っ
て
い
る
と
慧
言
い
難
か
。



清代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

　
福
建
各
地
に
お
け
る
食
撮
暴
鋳
の
史
料
を
紹
介
し
た
傅
衣
凌
〔
一
九
四
一
〕
を
は
じ
め
と
し
、
清
代
置
臨
米
穀
量
器
の
階
級
的
構
造
分
析
か
ら

食
糧
暴
動
に
論
及
す
る
重
田
徳
鶯
九
五
六
〕
、
福
建
の
商
品
生
産
と
米
穀
生
産
・
流
通
を
分
析
し
、
抗
租
と
阻
米
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
三
木

聰
〔
一
九
八
七
〕
な
ど
の
研
究
は
、
論
者
に
よ
っ
て
考
察
の
視
点
は
若
干
異
な
る
も
の
の
、
食
糧
暴
動
と
地
主
調
及
び
商
業
資
本
と
の
関
連
を
問

う
て
い
る
。

　
ま
た
、
商
品
経
済
の
一
定
の
発
展
は
都
市
化
を
促
し
、
臼
常
的
に
主
穀
生
産
に
従
事
し
な
い
大
量
の
消
費
者
層
を
蓄
積
さ
せ
る
た
め
に
、
都

市
民
衆
運
動
と
し
て
食
糧
暴
動
を
扱
う
研
究
も
存
在
す
る
。
万
暦
二
二
（
一
五
九
四
）
年
の
福
州
城
の
食
糧
暴
動
を
論
じ
た
尼
衣
凌
〔
一
九
八
二
〕

は
、
暴
動
の
性
格
を
農
村
に
お
け
る
租
佃
（
地
主
一
小
作
）
関
係
が
都
市
に
お
い
て
激
化
し
た
も
の
と
し
、
明
清
時
代
の
都
市
に
お
け
る
闘
争
は
、

事
実
上
農
民
闘
争
で
あ
る
と
極
論
さ
れ
る
。
中
谷
酬
〔
一
九
九
〇
〕
は
、
傅
衣
三
口
九
八
一
欝
と
同
一
の
事
件
を
考
察
す
る
が
、
暴
動
の
階
級
的

性
格
よ
り
も
、
公
定
米
価
の
遵
守
を
期
待
す
る
民
衆
の
心
性
に
着
目
し
て
い
る
。
堀
地
明
〔
一
九
九
二
〕
は
、
明
宋
広
州
を
中
心
と
す
る
米
穀
流

通
・
食
糧
暴
動
・
平
芝
（
米
価
高
騰
時
の
黒
米
安
売
り
に
よ
る
価
格
安
定
策
）
改
革
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
森
正
夫
〔
…
九
九
二
〕
は
、

乾
隆
十
三
（
一
七
四
八
）
年
江
南
デ
ル
タ
の
朱
家
角
鎮
の
食
糧
暴
動
か
ら
、
明
清
時
代
に
お
け
る
長
家
角
鎮
の
商
業
的
変
化
を
述
べ
る
。
堀
地
明

〔一

繼
縺
`
二
〕
は
特
殊
な
事
例
で
あ
る
が
、
謡
初
広
州
二
叉
八
旗
の
食
糧
闇
題
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
小
稿
が
対
象
と
す
る
清
代
前
期
の
食
糧
暴
動
は
、
全
廃
昇
〔
一
九
六
五
〕
に
よ
り
乾
隆
十
三
年
の
全
国
的
米
価
高
騰
を
原
因
と
し
て
初
め
て
取

り
上
げ
ら
れ
た
。
岸
本
美
緒
〔
一
九
八
七
〕
は
、
一
七
四
〇
年
代
に
お
け
る
清
朝
食
糧
政
策
研
究
に
お
い
て
、
乾
隆
線
（
一
七
四
一
）
～
二
〇
（
｝

七
五
五
）
年
の
食
糧
暴
動
を
年
表
化
し
、
捻
米
（
富
家
・
商
店
な
ど
か
ら
の
米
穀
掠
奪
）
、
遡
上
・
邊
羅
（
米
穀
搬
出
の
暴
力
的
翼
翼
）
、
岡
賑
（
脹
面
を

要
求
す
る
騒
擾
）
の
三
つ
に
暴
動
の
形
態
を
分
類
し
た
。
し
か
し
、
暴
動
の
形
態
に
つ
い
て
の
詳
し
い
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ウ
ォ
ン
コ

九
八
二
〕
は
、
清
夏
食
糧
暴
動
研
究
の
唯
一
の
専
論
で
あ
る
。
ま
ず
、
ウ
ォ
ン
は
米
穀
流
通
の
形
態
を
次
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
第
一
は
商
業

的
流
通
で
あ
り
、
地
方
市
場
に
お
け
る
米
穀
販
売
と
客
商
に
よ
る
遠
隔
地
交
易
か
ら
な
る
。
第
二
は
国
家
的
流
通
で
あ
り
、
大
運
河
に
よ
る
漕

運
と
採
買
（
諸
書
で
の
国
家
に
よ
る
米
穀
購
入
）
に
よ
る
常
平
倉
備
蓄
を
さ
す
。
第
三
は
地
方
富
戸
が
六
戸
に
対
し
て
、
米
穀
を
販
売
な
い
し
は
利
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子
付
き
で
貸
与
す
る
慣
習
的
流
通
で
あ
る
。
次
い
で
、
ウ
ォ
ン
は
三
つ
の
米
穀
流
通
の
形
態
を
暴
動
発
生
の
枠
組
み
と
し
、
江
西
・
湖
南
の
事

例
を
分
析
す
る
。
そ
こ
で
は
、
暴
動
が
米
穀
流
通
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
国
家
や
士
亡
失
が
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
た
か
が
論
証
の

中
心
と
さ
れ
て
い
る
。
二
面
凌
〔
一
九
九
二
〕
も
康
煕
～
乾
隆
年
間
の
食
糧
暴
動
に
論
及
す
る
が
、
暴
動
は
抗
租
闘
争
の
一
構
成
部
分
と
さ
れ
、

さ
ら
に
農
民
と
都
市
、
す
な
わ
ち
農
村
の
手
工
業
者
及
び
都
市
貧
民
の
一
致
し
た
「
反
封
建
闘
争
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
諸
先
行
研
究
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
食
糧
暴
動
に
お
け
る
民
衆
の
行
動
そ
れ
膚
体
を
考
察
す
る
視
角
で
あ
る
。
問
題
は
食
糧
暴
動
に
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
単
に
社
会
経
済
的
な
矛
盾
が
存
在
し
さ
え
ず
れ
ば
、
民
衆
は
蜂
起
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
。
民
衆
は
意
識
的
な
意
図
を

持
ち
、
意
欲
さ
れ
た
目
標
を
定
め
た
時
に
初
め
て
何
ら
か
の
行
動
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
小
稿
が
試
み
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
は
、
清
代
前
期
食
糧
暴
動
の
行
動
形
態
分
析
と
行
動
の
根
拠
付
け
、
行
動
を
支
え
る
意
識
形
態
の
検
討
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
は
、
特
定
の
地
域
に
考
察
の
対
象
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
清
代
前
期
中
国
各
地
の
事
例
を
集
合
的
に
扱
い
、
史

料
的
に
接
近
可
能
で
特
徴
的
な
事
例
か
ら
共
通
性
を
引
き
出
し
、
行
動
の
論
理
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
で
は
諸
事

例
に
見
ら
れ
る
地
域
性
は
重
視
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
同
時
代
に
お
け
る
日
本
・
西
欧
の
食
糧
暴
動
と
の
比
較
史
的
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
小
稿
で
使
用
す
る
主
た
る
史
料
は
、
地
方
官
僚
が
皇
帝
に
上
奏
し
た
親
展
状
（
翠
雲
）
で
あ
る
。
特
に
、
中
国
人
民
大
学
清
史
研
究
所
・
福
案

系
中
国
政
治
欄
度
嫁
入
研
室
町
編
『
康
雍
乾
時
期
病
身
人
民
反
抗
闘
争
資
料
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
『
資
料
』
と
略
記
）
は
、
台
湾
故
宮
博

物
院
刊
行
の
『
宮
中
櫨
乾
魚
朝
奏
摺
』
に
欠
け
て
い
る
乾
既
発
年
～
十
三
年
の
凌
雲
が
集
録
さ
れ
て
お
り
有
益
で
あ
る
。

　
①
谷
川
道
雄
・
森
正
夫
〔
一
九
八
三
〕
の
「
明
末
清
初
の
都
市
暴
動
関
係
年
表
」
　
　
②
森
正
夫
二
九
七
七
〕
は
、
反
乱
参
加
者
が
日
常
的
社
会
秩
序
を
意
識
の
中
で

　
　
（
四
〇
三
～
四
〇
九
頁
）
、
韓
大
成
〔
｝
九
九
一
〕
の
城
市
槍
米
の
年
表
（
四
二
〇
　
　
　
　
　
逆
転
さ
せ
、
そ
れ
へ
の
反
逆
を
述
べ
る
が
、
明
法
…
史
研
究
で
畏
衆
運
動
に
お
け
る

　
　
～
四
二
三
頁
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
識
過
程
を
考
察
す
る
研
究
は
未
開
妬
の
課
題
で
あ
る
。
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暴
動
発
生
の
時
間
と
空
聞

清代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

　
表
1
「
食
糧
暴
動
発
生
年
表
」
と
表
2
「
年
代
別
平
均
暴
動
発
生
件
数
」
か
ら
、
暴
動
が
頻
発
し
て
い
る
年
代
を
順
番
に
列
挙
す
る
と
、
①

一
七
四
〇
年
代
、
特
に
乾
巨
峯
～
八
年
、
十
三
年
、
②
一
七
五
〇
年
代
、
特
に
延
寿
一
六
～
一
七
年
、
③
一
七
三
〇
年
代
、
④
一
七
二
〇
年
代
、

特
に
雍
正
四
年
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
、
一
七
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
暴
動
は
文
字
通
り
激
発
し
、
一
七
五
〇
年
代
に
な
っ
て
発
生
件
数

は
一
七
四
〇
年
代
の
三
分
の
一
に
低
下
す
る
も
の
の
、
両
年
代
に
清
穆
前
期
の
暴
動
件
数
の
約
九
〇
％
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
暴
動
の

発
生
件
数
は
急
激
に
低
下
し
て
い
る
。
一
七
四
〇
～
五
〇
年
代
は
〃
食
糧
暴
動
の
時
代
”
と
言
う
に
相
応
し
い
。
こ
れ
ら
の
暴
動
発
生
の
ピ
ー

ク
は
、
皇
帝
の
米
価
漸
騰
に
対
す
る
着
目
（
繋
縛
八
年
）
、
全
国
的
米
価
高
騰
問
題
に
関
す
る
論
議
と
常
平
倉
備
蓄
額
の
欝
欝
年
間
旧
額
へ
の
下

方
修
正
（
乾
隆
十
三
年
）
、
愚
論
で
の
倉
穀
採
買
の
禁
止
（
乾
隆
＋
八
年
）
と
い
っ
た
、
清
朝
中
央
で
の
経
済
政
策
論
議
の
諸
時
期
（
剛
松
彰
文
鶯
九

八
九
〕
）
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
た
だ
し
、
乾
葉
帝
の
食
糧
暴
動
へ
の
言
及
は
、
米
価
高
騰
へ
の
着
目
よ
り
も
早
期
に
な
さ
れ
て
い
る
。
盗
塁
四
年
八
月
上
諭
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
上
諭
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
若
輩
が
願
い
通
り
に
賑
済
が
受
け
ら
れ
な
い
時
に
衙
門
で
騒
ぐ
こ
と
、
第
二
に
不
作
の
年
の
冬

か
ら
翌
年
の
春
に
か
け
て
、
男
工
が
裕
福
な
家
に
借
糧
を
願
い
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
な
い
と
槍
奪
に
及
ぶ
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

後
老
は
従
来
の
多
く
の
案
件
が
未
決
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
史
料
上
に
は
現
わ
れ
な
い
多
く
の
食
糧
暴
動
の
発
生
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
、
四
年
八
月
上
諭
で
は
米
価
高
騰
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
暴
動
が
頻
発
し
た
八
年
閏
四
月
に
も
上
諭
が
謝
せ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
地
方
に
お
い
て
偶
然
的
な
不
作
で
米
糧
が
不
足
し
、
米
価
が
高
騰
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
督
・
巡
撫
は
対
策
を
講
ぜ
ず
、
巧
頑

の
民
は
そ
の
機
会
に
乗
じ
て
匪
類
を
呼
び
集
め
公
然
と
槍
奪
を
行
う
と
。

　
八
年
閏
四
月
上
諭
は
米
価
高
騰
の
要
因
を
偶
発
的
な
不
作
に
求
め
て
い
る
が
、
乾
隆
帝
自
身
が
初
め
て
採
買
過
多
に
よ
る
米
価
漸
騰
に
着
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
た
、
前
月
の
八
年
四
月
上
諭
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
実
際
に
乾
隆
六
～
八
年
に
は
、
湖
南
・
江
西
・
広
西
な
ど
の
産
米
諸
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表1　食糧暴動発生年表

年 月 購 件 内 容 典　　拠

磨｛i煕36（1697）fJi三5月

47（1708）年6月

雍正2（1724）年10月

　　4（1726）年3月

　　　　　　　4月

5月

5（1727）壬1三5fi

　　　　11月

　　　　7月

9（1731）年2月

・編建寧化県域，股戸が平倉を口実に掠奪される。　　　　①

・福建帰化県城，平羅を要求し，罷市強要，衙門喧闊。　　②

・湖南長沙省域，欝姓が商入に米穀蟻出を許可した県丞を　③

襲う。

・江蘇・漸江，各地で寓家・米商が強奪される。（燈不明）　④

・漸江慈鶏県，民竈人が賑済を求め，県衙門に押し嵜せる。雍償3－337

・広東広州省城，兵士が平綴中止を要求し，衙門喧闊。　　雍1需5－777

t広東濃州。生州両府各県で骸穀を口実に寓芦が襲われる。雍彙7－543

・福建建寧梁，百姓が聚衆罷薄し，知県に精米を中止して　雍樹6－173

官米の販売価格の引き下げを要求。

・福建福州省斌南台で米船を合足し罷市，事件は福州省城　岡上

に及び減価平継を要求し衙門喧嗣。上杭県・永定県でも

捻米発生。

・湖北武漢・武昌等処，艶出・無頼が罷市を強鰯し，従わ＝雍楼8－491

　ない店鏑より捻奪を行なう。

・直隷豊郷県，駐防軌範が県堂に突入し米を要求。（＊）

7（ユ729）年3届・瀦麟の民が湖北羅県に行き，糧館齢

日
月
桝
月3

5
11（1733）年4月

葛｛乞墜…ラ己（1736）年12月

4（1739）年8月

6（1741）年5月

　　　　6月

　　　　1ユ月

　　　　12月
7（／742）無三3月

　　　　4月
　　　　　5月

　　　　8月

8　（1743）’sf一　1　E

　　　　2月

’野明職配織強騰すろ事禰職
・河南祥符齢封丘両県，郷村有糧の家が貸借強要を被る。

（．＊）

。直隷長壇県，有糧の家で槍米が10余件発生。（＊）

・福建羅源県で槍米13件，寧徳県で米穀販売強要1件が発

生。

・江蘇松江府の貧属が蘇州域で越冬を襲う。

・紹興府で股実の家が強借鎗奪を被る。

・江蘇興化県，飢民は賑魎銀の質に不満，また賑糧の増加

を求めて衙門喧毒し，舗戸は罷市。

・河南薪郷県顧固纂の民が報災したが打れた，郷民は県域

を占拠。

・広東潮陽県，平耀停」上に対して倉米を要求し罷市。

・広東嘉応州，潮州への採買船が欄阻され，舗戸は罷市。

・広葉広州省域，客商に米穀を販売する米商が襲われる。

・江蘇靖江県・週明県で賑憤を求め罷帯抗官。（＊）

・江蘇丹徒県で聚菅平災，宝応県で聚衆罷市。（＊）

・広西蒼梧県で米穀売買の争いが捻穀と通報される。

・広西藤県・平南県で隠米，賀県で商人が阻米を被る。

・広西馬平県，米穀を採回する広東商人が欄阻槍薫される。

・江蘇高郵州・宝応県・山陽県，賑髄を要求し聚事済市。

（＊）

・湖南荘江県，捻米。（月不明）

・湖北京山県，村庄各戸が強鱈丁丁を被る。

・湖北江幽囚，災民が籍簸会を結成し米穀を強索。

資料567

夢更委霞12－716

資料289

㌶藝実103胴一28

妻壁櫨蓄17－854

雍禰18－334

雍機21－410

同上

資料562

資料285

資料57工

資料588

資料587

乾実155－23

率乞多ミ157－26

＠

同上

同上

寧乞；1ミ173－6

資料299

資料296

同上
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浩代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

4月

閏4月

5月

　　　　7月
9（ユ744）年5月

　　　　9月

11（1746）年5月

　　　　　8月

ユ2（1747）年1月

　　　　　3月

ユ3（1748）年1層

・3月まで江西衷州一帯，捻案160余件発生。

・江西薄郷県の棚艮，湖南醗陵・調陽碕県に行き米穀を奪

　う。

・湖南巴陵県，網戸3家が穀石を挟借強捻される。

・湖南束陽県、，積穀を釣り上げた監生が立米を被る。

’湖南興箪県，扮米が32件発生。

・湖南衡陽県・那陽県・組継の各地で隈米発生。

・？　tu豊城県，民は県衙で知県に給票のうえ，當家に鵠羅

させるように要求するが，知県は姫否。

・福建寧化県城，槻徒は知県に対して富戸が米を安く販売

するように求め，衙門で騒ぐ。

●湖南衡山県，平羅価格の減価を求め罷市。

・江酒永豊県，平鵜価格の減鏑を求め，衙門喧闊，罷市を

隣ぶ。

・江西吉水県，知県は豊域県への倉穀昌運中止を求められ

　るが，拒否。楽平県で平騒が妨害される。崇仁県で醐賑。

・江西大仁・崇義・衛康・上灘各県で捻脚数10件発生。

・江西鞍州府城外の市鎮等3ケ所，万安県白詩で捻米，南

自省城で蘭賑。

・禰建南平県城，＝乎羅価格の減価を求め罷齋，衙門喧羅。

・福建浦城県，捻米が22件，郡無籍の郷民は米費のため盗

賊化。

・福建漁夫県，借灘を口実に笹戸が捻米を被る。

・福建延平府，鎗米が2件発生。

・貴州畢節県，郷民が借穀を要求，銅仁県の街民罷市。

・直隷灘州，；ヨ民が麦田を刈り取り，糧食を強借。（＊）

・細江淳安静，商人が食物を奪われ米の掛売強要を被る。

（＊）

・漸江上虞県，富戸が穀米を勒借される。（の

・湖南安仁県，耀価の平減を求め衙門喧蘭。

　　　・江蘇宿患県，革張員が賑済を求め昏酔を計画するが未遂。

　　　・山東蘭山県，油糧の求借許可をめぐり衙門が包囲される。

　　　・河南僅師県，郷畏が平羅の不満から借穀を求め県衙で騒

　　　　ぐ。

5月　・盛京海城県牛夫敏，過境の糧車を阻難し巡検宅が囲まれ

　　　　る。

　　　・江蔽市沢夏鎮地方，山東縢県の流斑が店舗より食物を奪

　　　　う。

　　　・江蘇瀟県，婦女が賑’瞭を求め，衙門を包匪iしょうとする。

　　　・海江余隣県，郷民の穀物販売要求より騒動となる。（＊）

2月　・江蘇通州余西場の晒蝋が蘭販。

3月　・蟻壁楽清県，同族内で借穀をめぐり鎗米となる。

　　　・漸江松陽県，佃戸が地主の穀石を強超し持ち去る。

4月　・江蘇蘇州城，巡撫衙門で米商の平減出羅を求め騒動とな

　　　　る。

　　」・江蘇青毛粗糠角鎮総掘県謝r外細評で阻米誤

資料573

資料301

資料300

資料298

岡上

資料590

資料573

資料577

資料298

資料572

資料573

資料302

同上

資料579

資料304

資料576

資料306

乾実197－29

車乞実217－22

車皇づ芝224－25

乾！美…225－25

＠

資料564

乾実283－20

資料568

資料593

資料565

同上

乾実306－13

資料566

資料293

同上

資料583

＠
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5月

7月

16（1751）年3月

　　　　　5月

閣5月

6月

　　　　　7月

17（1752）年1月

　　　　　2月

3月

　　　　　6月

20（1755）年2月

　　　　　8月

　　　　　12月

21（1756）年1月

28（1763）年3月

32（工767）年3月

43（1778）年9月

44（1779）年2月

50（1785）年4月

江県圃村の郷民が眼衙で社倉穀を求借。

・福建麗出港，兵民が平羅価格で商人に売米を求め捻米と

なる。

・江蘇通競闘鎮浦，照門が臓阻され典商が捻奪される。

・華壇紹楽府誠，垣戸が出麗を強要される。

・翫江上虞県，官が平騒の不正を取締まると衙門喧關。

・山西陽高，県衙門で糾衆告災。

・山東で珊珊が52件発生。（＊）

・漸江黄巌・永嘉・太平・端安・平陽の各県で闇米’開賑。

・遡江永嘉県，婦女数百人が県衙で米牌を求める。

・江西峡江県で捻米，臨川県で槍米2件が発生。

資料58G

資料591

資料293

資料294

章乞夢ミ323－35

寧乞凹凹319－9

章乞歩ミ389－4，29

章乞ヲミ389－29

∫鮭：多芝391－25

．灘太平削壁遂贔・江山暢漢の各蒸熱を求副資料58蝿実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　393一一20衙門喧踊。

噸江江山県の棚民，福建浦城県で窟戸に綴を強売させi乾実393－21

．駈常。肥薩。．台，、脚瞬磁，副撫・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

：糠翻魏欝一…総；93
。福建霞棚県で強借強鎗が59件発生。　　　　　　　　　同上

●漸江杭州磯城，酉郷の乞食が入城し米舗に食を求める。　乾期2－686

．江蘇塒江・通州・江寧等，股実の家に対して強借拍米。　乾橘2勇5G

（　x：　）

・灘：臨海贋巌両県接界地方有段の家2件が拾奪を被乾惣一453

る。（＊）

・湖酬州県，羅凝求め，剛嚇聯強制。　i輔3鰯
・灘釧兼聯，酬金沙場で求賑．　　　i乾実5・2－33
・購卿1県，縣で報叛し圃1湧．　　　　i嫉497｝32
’江蘇蘇州斌，水手が店舗の食物を奪う。L“　　　　　　i乾磁13－219

・冠婚甜乗繕劉轟養雌蕊酬乾腿6

・直隷遵化州，郷民が県衙門で倉糧の貸借を要求。

・映西長武県，借糧を求め衙門喧闇。

・安徽合犯，米商が阻米を被り，官役が殴打される。

i乾棺・6－336

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i欝54

：黙織灘㌦lll繋避難1：

一凡　例
・資料567；『康日乾時期城郷人罠反抗闘争資料』567頁の略。

・雍榴3－337；『宮中拙雍正朝奏摺』第3輯337頁の略。

　・雍彙7唱娼；『雍正朝漢文殊梅圃摺彙編』第7冊奏摺番号の略。

・雍実103－28；『世宗実録』巻103第28葉の略。

・乾橘2－630；『宮中楢乾隆朝奏摺』第2輯630頁の略。

　・乾実155－23；『高宗実録』巻155第23葉の略。

　・①～⑦は以下に典拠を示す。
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諦代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

①王円月r臨汀考言』巻10－18，②岡前回10－15，③趙申喬r趙恭毅公剰藁』巻2「遵旨明白國奏

仰祈容鑑疏」，④r文献叢編』第3輯，王鴻緒「江漸飢民一丁案」，⑤楊錫絨r四知堂文集』巻5

「遵旨陳明蒼藤等県鎗穀各四十米穀珪1境情形疏」，⑥嗣前巻8「司馬陳明病理安仁県ヨ厩聚衆縁

由疏」，⑦r史料旬刊』第29期「江蘇蘇松等処山衆阻羅案」，テ継善・安寧摺（乾隆13年6月16日）

（＊）；事件発生の月が判明不可能なゆえ，典拠史料記録の月により築件発生の月とした事を示

す。

省
で
暴
動
は
多
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
乾
隆
十
三
年
に
な
る
と
、
暴
動
は
主
と
し
て
需
米

地
の
江
蘇
・
駈
江
で
発
生
し
て
い
る
。
一
七
四
〇
～
五
カ
年
代
の
食
糧
暴
動
の
激
発
は
、
決
し
て
偶

発
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
以
前
と
は
区
別
さ
れ
る
全
国
的
米
価
の
高
騰
を
重
要
な
要
因
と
し
、
当

該
時
期
に
お
け
る
清
朝
経
済
の
変
動
を
社
会
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
清
代
前
期
の
米
価
扁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
全
国
米
価
は
一
七
二
〇
年
代
か
ら

上
昇
の
勾
配
が
や
や
急
と
な
り
、
一
七
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
全
国
米
価
と
今
夕
蒲
山
県
米
価
は
一

石
あ
た
り
一
両
に
至
り
、
一
七
四
〇
年
代
に
は
広
東
米
価
も
含
め
て
三
つ
の
米
価
は
一
両
を
突
破
し
、

一
七
五
〇
年
代
に
は
三
米
価
と
も
一
・
五
両
を
越
え
て
ゆ
く
。
そ
の
後
も
米
価
は
高
騰
を
続
け
て
ゆ

く
。
広
東
省
の
平
均
米
価
を
あ
げ
る
と
、
康
熈
四
六
年
～
雍
正
十
三
年
ま
で
の
一
石
の
米
価
は
、
○
・

八
〇
九
五
両
で
毎
年
平
均
○
・
○
〇
一
両
上
昇
し
て
い
た
が
、
乾
隆
年
間
の
平
均
米
価
は
、
一
・
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

七
三
両
で
毎
年
○
・
○
〇
五
三
両
の
上
昇
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
米
価
の
継
続
的
な
高
騰
と
暴
動
の
件
数
の
伸
び
に
は
相
関
関
係
は
見
ら
れ
ず
、
米
価

が
最
高
時
に
な
る
と
、
食
糧
暴
動
が
最
も
発
生
し
や
す
い
と
い
う
大
方
の
予
想
は
、
正
鵠
を
得
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
む
し
ろ
、
暴
動
が
頻
発
す
る
時
期
と
米
価
が
高
水
準
に
い
た
る
時

期
と
が
概
ね
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
乾
隆
十
八
年
に
無
二
・
金
轡
県
の
人

で
あ
る
黄
帝
は
、
当
地
の
米
価
動
向
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
乾
隆
帝
が
即
位
し
て
十

八
年
に
な
る
が
、
大
き
な
災
害
は
発
生
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
米
価
は
高
騰
し
て
い

る
。
以
前
の
平
均
一
両
で
あ
っ
た
米
価
は
平
均
一
・
五
両
と
な
り
、
掌
篇
十
三
～
十
五
年
に
は
二
両

以
上
、
十
六
年
冬
に
は
二
・
五
両
、
十
七
年
春
に
は
三
両
に
推
移
し
た
。
現
在
の
一
石
は
以
前
の
三

表2　年代別平均暴動発生件数

1　gyisoo

0

81－90

　e．3

71－80

O．3

61－70

　e．2

51－60

11．2

31－40141－50

Ylft，．6

01級G 工卜20 P21－3G

O．3 O　1　2．1

91－17eO

0

1681－90

　　　0．2件数

＊袈1より10年毎の事件件数を抽出し，それを平均した数値。
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グラフ1　清代前期の米価

事件件数
　ユ2r

io

8
　
　
　
　
6
　
　
　
　
4
　
　
　
　
2
　
　
　
　
0　　123456789101112月＊出典

全国一吏多儒威　〔1958〕　601頁　「義i至f竃米f面馨モ＿1（5）

上江薫山県一瞬仲一成〔1986〕47－50頁第4表「長河来二二賑会計表」

広東一三春声〔1900〕61－62頁表1・2「広東年平均米価」

石
に
栂
巻
し
v
富
民
に
と
ウ
て
は
一
年
の
脱
入
は
以
前
の
三
年
介
と
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

貧
民
に
と
っ
て
は
一
日
の
食
は
以
前
の
三
日
分
に
相
妾
す
る
と
。
全
般
的
に

見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
急
激
な
米
価
の
高
騰
が
暴
動
の
頻
発
を
招
来
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
月
別
平
均
暴
動
発
生
件
数
」
か
ら
、
暴
動
は
一
年
の
内
で
一
～
五
月
に

集
中
し
、
二
月
↓
四
月
↓
一
月
・
五
月
と
い
う
発
生
順
と
な
っ
て
い
る
。
三

月
が
異
常
に
少
な
い
の
は
収
拾
し
た
史
料
の
不
均
衡
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
米
価
の
季
節
変
動
と
一
致
し
て
い
る
。
数
例
を
あ
げ

て
み
よ
う
。
一
七
一
三
（
康
照
五
二
）
～
一
七
一
九
（
圓
五
八
）
年
間
の
蘇
州
米

価
は
、
六
・
七
・
八
月
が
最
高
値
と
な
り
、
九
月
か
ら
急
下
落
し
て
一
月
ま

で
安
値
が
継
続
す
る
。
こ
れ
は
新
穀
が
収
穫
さ
れ
市
場
に
出
回
る
よ
う
に
な

る
と
、
退
蔵
さ
れ
て
い
た
米
穀
が
一
斉
に
売
り
に
出
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
新
穀
が
底
を
つ
く
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
米
価
は
再
び
上
昇

　
　
　
⑥

し
て
ゆ
く
。
福
建
・
広
東
・
湖
南
・
広
西
で
は
、
四
～
五
月
は
い
わ
ゆ
る
「
青

黄
隣
接
扁
で
年
中
で
最
高
値
と
な
る
。
早
稲
（
六
月
）
と
晩
稲
（
十
月
）
が
収
穫

74　（230）li

さ
れ
る
七
～
十
一
月
は
下
落
が
継
続
す
る
が
、
少
日
照
蚤
・
低
気
温
・
少
量
し
か
収
穫
さ
れ
な
い
雑
穀
な
ど
の
要
因
が
重
な
り
、
十
二
月
～
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

月
に
か
け
て
米
価
は
上
昇
し
て
ゆ
く
。
一
年
と
い
う
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
見
る
な
ら
ば
、
米
穀
の
収
穫
・
流
通
・
米
価
動
向
と
暴
動
の
発
生
に
は
、

明
確
な
関
連
性
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
食
糎
暴
動
発
生
分
布
図
」
よ
り
、
暴
動
は
陳
西
・
盛
京
・
直
隷
・
河
南
・
山
東
・
山
西
・
江
蘇
・
漸
江
冷
安
徽
・
湖
北
・
湖
南
・
江
西
・



三肥代前期食：糧暴動の行動論理（堀地）

グラフ2　月溺平均暴動発生件数

。一一一・Q全国

一漸江粛山県
m・一。広東

米価（両／石）

3
［ p

ハv＞令紙、 Y

2

’

イ瓢曜〉客一睡’／　
Y

　
＼

蝕

1

年代
些ノK七六［

o

　　　プぐ　　　　　　　　　　一ヒ
　　　ノ、　　　　　　ソL　　　　　　O　　　　　　－t“　　　　　　嵩　　　　　　轟　　　　　　四　　　　　　近

表1より各月毎の弩￥件件数を抽禺し，それを平均した数値。

福
建
・
広
東
・
広
西
・
貴
州
の
諸
省
で
発
生
し
、

沿
海
部
・
河
川
と
運
河
沿
い
に
多
い
。
全
国
的
に

見
る
と
、
暴
動
は
稲
作
地
帯
に
属
す
る
潅
水
以
南

の
華
中
・
華
南
中
華
で
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、
人
口
密
度
が
高
く
需
米
地
で
あ
る

江
蘇
省
と
漸
江
省
、
及
び
食
糧
事
情
に
恵
ま
れ
な

い
福
建
省
の
発
生
件
数
は
多
い
。
し
か
し
、
暴
動

は
華
中
・
華
南
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

華
北
諸
省
に
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
着
目
に
値

し
よ
う
。
ま
た
、
表
1
よ
り
暴
動
が
発
生
し
て
い

る
の
は
都
市
に
限
定
さ
れ
ず
、
農
村
で
も
多
数
発

生
し
て
い
る
。

　
概
観
す
る
と
、
産
米
地
で
あ
り
か
つ
米
穀
を
三

省
に
供
給
す
る
省
は
、
官
民
を
問
わ
ず
他
省
か
ら

の
過
料
な
買
い
付
け
が
暴
動
の
原
因
で
あ
る
。
例

え
ば
、
豊
隆
七
年
に
お
け
る
広
酉
省
蒼
梧
県
・
藤

県
・
灘
南
県
の
暴
動
は
、
天
候
不
順
に
加
え
て
広

東
省
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
西
江
を
通
じ
て
広

東
省
へ
の
米
穀
搬
運
の
増
大
が
引
き
金
と
な
っ
て

表3攻撃目標表

　　＊表1より攻撃目標が明確なもののみを抽出した。
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清代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

い
舳
。
た
だ
し
、
米
穀
が
他
地
域
に
吸
引
さ
れ
る
こ
と
は
、
暴
動
の
形
態
と
は
必
ず
し
も
賜
確
な
髪
冠
性
は
な
い
。
乾
隆
八
年
に
お
げ
る
志
願
各

地
の
暴
動
は
、
興
寧
・
巴
陵
・
醗
陵
・
来
陽
な
ど
の
諸
県
が
「
強
運
穀
石
」
、
韓
藍
・
裾
山
・
祁
陽
・
依
照
な
ど
の
諸
緊
が
「
無
謀
岡
市
」
と
分
類

　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
地
の
多
く
は
湖
南
省
の
中
で
も
主
要
な
米
穀
供
給
地
で
あ
る
が
、
全
て
「
素
心
岡
市
」
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
は
い
な
い
。

　
表
3
「
攻
撃
目
標
表
」
を
見
る
と
、
攻
繋
目
標
と
し
て
は
窟
夢
（
地
主
．
商
人
．
科
挙
身
分
保
有
者
）
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
富
戸
が
日
常
的
に

穀
物
を
保
有
し
、
天
候
不
順
・
飢
饒
・
採
買
な
ど
の
時
に
利
益
獲
得
を
も
く
ろ
ん
で
価
格
を
釣
り
上
げ
た
り
、
他
地
域
へ
搬
出
す
る
た
め
で
あ

る
。
ま
た
、
常
平
倉
を
中
心
と
し
た
官
倉
に
か
な
り
の
穀
物
を
備
蓄
し
て
い
た
国
家
も
、
比
較
的
多
く
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　
＊
引
用
史
料
が
複
数
頁
に
わ
た
る
場
含
も
冒
頭
の
頁
数
の
み
を
示
す
。

＠・＠＠＠＠＠¢

『
高
宗
実
録
』
巻
九
九
一
二
五
。

『
高
宗
実
録
』
巻
一
九
一
－
十
　
。

『
高
宗
実
録
』
巻
一
八
九
－
｝
。

陳
春
轍
戸
〔
一
九
九
〇
〕
六
一
～
六
二
脚
貝
。

黄
卯
『
錫
金
識
小
録
』
巻
一
備
参
上
、
米
価
。

膝
欝
α
q
㊤
巳
困
（
δ
霧
〔
一
㊤
屋
∀
℃
や
b
。
？
b
。
b
。
．

全
漢
昇
・
王
業
鍵
〔
一
九
五
九
〕
一
七
九
～
一
八
～
頁
、
隙
春
声
〔
一
九
八
九
〕

二
　
行
　
動
　
形
　
態

（
1
）
強
借
と
強
鎗

　
山
ハ
七
～
山
ハ
八
頁
。

⑧
楊
錫
鞍
『
四
知
堂
文
集
』
巻
五
奏
疏
、
「
尊
王
陳
明
蒼
羅
臼
県
議
穀
各
案
及
米
穀

　
繊
境
椿
形
疏
」
。

⑨
『
湖
南
省
例
成
案
』
、
刑
律
盗
賊
、
巻
～
「
厳
禁
糾
口
強
槍
米
穀
」
（
乾
隆
八
年

　
五
月
二
五
日
）
。

⑲
山
本
進
コ
九
八
七
〕
四
～
七
頁
。

　
民
衆
と
富
家
・
商
店
と
の
間
で
米
穀
を
め
ぐ
る
騒
擾
に
関
す
る
史
料
中
に
は
、
①
「
強
腰
・
索
借
・
勒
借
・
借
糧
し
、
②
「
硬
羅
・
勒
買
・

強
暴
」
、
③
「
強
捻
・
抄
槍
・
槍
穀
・
撰
食
・
索
米
」
と
い
っ
た
系
統
の
用
語
が
見
ら
れ
る
。
①
は
穀
物
を
無
理
に
借
り
る
、
②
は
穀
物
を
無

理
に
買
う
、
③
は
穀
物
を
奪
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
字
句
上
の
相
違
で
は
な
く
、
暴
動
の
形
態
を
表
現
し
て
い
る
。
以
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下
本
節
で
は
、
①
と
③
を
中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
乾
隆
八
年
湖
南
省
巴
陵
県
の
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
で
あ
っ
た
。

　
　
　
傅
七
五
の
家
は
貧
乏
で
は
な
い
が
、
素
行
は
従
順
で
は
な
か
っ
た
。
昨
年
巴
陵
県
で
は
、
取
り
立
て
る
ほ
ど
の
災
害
は
発
生
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
即
座
に
傅
老
五
は
米
価
の
高
騰
を
口
実
と
し
、
率
先
し
て
貧
斑
を
集
め
、
硬
く
な
に
密
戸
よ
り
穀
物
を
強
呈
し
た
。
次
い
で
、
強
借
が
失
敗
す
る
と
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
ぐ
に
豚
を
屠
っ
て
人
々
を
集
め
、
穀
物
を
強
醜
し
よ
う
と
た
く
ら
ん
だ
。
さ
ら
に
、
伝
単
を
書
い
て
貼
り
、
貧
民
を
集
め
、
ま
た
、
村
人
を
脅
し
て
附
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
岡
行
さ
せ
、
蒼
数
十
余
人
が
集
っ
た
。
み
な
県
民
周
玉
樟
の
家
に
ゆ
き
、
ほ
し
い
ま
ま
に
掠
奪
を
行
い
、
穀
二
百
心
臓
石
を
奪
い
遜
っ
た
。

　
こ
の
事
件
は
漢
学
五
な
る
人
物
が
貧
民
を
結
集
・
扇
動
し
て
い
る
が
、
富
戸
に
対
す
る
第
一
の
行
動
は
強
意
で
あ
り
、
そ
の
失
敗
の
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

第
二
の
行
動
と
し
て
米
穀
掠
奪
に
及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
強
奪
と
は
米
穀
掠
奪
の
前
段
と
な
る
行
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
借
と
い
う

要
求
が
実
現
さ
れ
る
と
、
米
穀
掠
奪
に
は
い
た
ら
ず
、
暴
動
は
終
息
し
て
ゆ
く
。
雍
正
七
年
七
月
江
蘇
省
議
明
県
の
事
件
で
は
、
愚
民
棍
徒
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
～
二
十
人
あ
る
い
は
二
～
三
十
人
で
群
を
な
し
、
富
戸
に
銀
米
を
索
罰
し
た
が
、
富
戸
が
銀
漏
荷
も
し
く
は
工
数
斗
を
給
す
る
と
解
散
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
強
借
と
は
単
な
る
掠
奪
行
為
と
い
か
な
る
点
で
異
な
る
行
動
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
乾
隆
十
三
年
断
江
省
楽
清
県
の
事
例
を
見
る

こ
と
と
す
る
。

　
　
　
楽
聖
県
の
郷
斑
鄭
図
南
ら
は
、
み
な
貢
生
鄭
奇
斌
と
同
族
で
奇
斌
よ
り
も
年
長
で
あ
っ
た
。
本
年
三
月
楽
清
県
で
は
、
季
節
は
ず
れ
の
雨
が
降
っ
た
た

　
　
め
に
米
価
が
高
騰
し
、
貧
戸
は
播
種
し
よ
う
に
も
種
籾
が
な
か
っ
た
。
族
睡
郷
笹
戸
ら
は
奇
斌
の
察
に
余
穀
の
備
蓄
が
あ
る
の
を
知
っ
て
お
り
、
奇
斌
の

　
　
父
郵
周
書
に
そ
れ
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
そ
こ
で
、
郷
亦
直
ら
は
郷
図
南
ら
に
借
上
の
保
証
人
を
た
の
み
、
遂
に
各
々
は
田
鰻
を
書
い
て
抵
当
と
し
た
。
三
月
十
二
日
、
鄭
難
字
と
同
族
の
郷
玉

　
　
秀
ら
四
～
人
な
ら
び
に
郵
図
南
ら
は
、
奇
斌
の
家
に
ゆ
き
周
書
に
対
し
て
強
く
穀
物
を
貸
す
よ
う
に
迫
っ
た
。
周
書
は
族
衆
が
多
い
の
を
見
、
勉
め
て
穀

　
　
三
ヤ
桶
を
貸
す
こ
と
を
承
諾
し
た
。
族
衆
は
さ
ら
に
六
十
桶
に
増
や
す
よ
う
に
求
め
た
が
、
ま
だ
周
書
は
彼
ら
の
希
望
通
り
に
貸
与
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
奇
斌
は
そ
れ
を
見
て
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
図
南
と
亦
直
は
と
も
に
鳥
越
書
が
す
で
に
借
穀
を
許
可
し
た
と
し
、
年
長
を
た
の
み
と
し
て
、
寄
斌
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の
家
の
租
桶
を
取
り
、
た
だ
ち
に
肉
分
た
ち
で
倉
を
開
け
六
十
桶
を
量
っ
て
持
ち
鞭
っ
た
。

　
　
　
奇
斌
は
た
だ
ち
に
強
情
で
あ
る
と
県
に
訴
え
た
。
県
は
鄭
図
繭
ら
が
族
人
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
先
に
田
契
を
担
保
と
し
て
無
理
に
借
穀
し
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
に
そ
れ
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
事
件
は
硬
借
で
あ
る
と
舞
定
し
た
。

　
こ
の
同
族
内
の
紛
争
で
湿
掻
さ
れ
る
の
は
、
族
衆
が
保
証
人
と
土
地
契
約
文
露
（
田
契
）
を
用
意
し
、
土
地
を
担
保
と
し
て
借
穀
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
借
手
の
側
に
は
多
数
に
依
拠
し
た
示
威
行
動
も
見
ら
れ
る
が
、
一
方
的
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
条
件
で
借
穀
を
求
め
る
の

で
は
な
く
、
土
地
を
保
証
と
し
て
借
穀
の
根
拠
付
け
を
し
て
い
る
。
紛
争
と
な
る
の
は
乱
言
量
に
つ
い
て
双
方
が
合
意
に
い
た
ら
ず
、
借
手
が

自
ら
の
要
求
を
貫
徹
さ
せ
る
べ
く
強
引
な
行
動
を
と
る
時
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
県
は
被
害
者
か
ら
強
槍
で
あ
る
と
訴
え
ら
れ
て
も
、
そ
う
で

は
な
く
硬
借
で
あ
る
と
裁
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
再
び
、
詳
言
七
年
七
月
江
蘇
省
十
薬
県
の
事
件
よ
り
例
を
あ
げ
る
と
、
借
銀
を
求
め
る
さ
い
に
、
「
借
券
」
「
借
契
」
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

全
て
の
事
例
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
主
体
の
側
か
ら
す
る
と
、
強
借
と
は
担
保
や
契
約
と
い
っ
た
双
方
の
合
意
を
要
す
る
行
為
に
根

拠
付
け
ら
れ
た
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
手
の
側
が
主
体
側
の
論
理
を
認
め
な
い
場
合
、
ま
た
は
そ
の
論
理
を
認
め
た
と
し
て
も
双
方
に
相

違
が
生
じ
る
と
、
主
体
は
行
動
を
先
鋭
化
さ
せ
て
ゆ
く
。

　
強
借
を
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
と
、
次
に
借
穀
と
い
う
要
求
が
だ
さ
れ
、
富
家
が
襲
撃
さ
れ
る
背
景
・
原
因
を
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
報
告
に
よ
る
と
、
福
建
省
福
鼎
・
霞
浦
両
県
は
、
山
に
囲
ま
れ
海
が
迫
っ
て
い
る
の
で
、
以
前
か
ら
商
入
が
来
て
米
穀
を
販
売
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
当
地
の
入
相
は
本
地
の
股
実
の
家
が
各
々
余
っ
た
穀
物
を
販
売
し
て
不
足
を
補
う
の
に
頼
る
か
、
あ
る
い
は
春
と
夏
に
娼
嚇
し
、
秋
に
利
息
を
つ
け
て
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
済
し
て
い
た
。
民
間
で
は
こ
う
い
っ
た
習
慣
が
日
常
的
と
な
っ
て
い
る
。

　
商
人
が
入
ら
な
い
地
域
で
は
、
富
家
は
民
衆
に
対
し
て
、
余
録
の
販
売
と
利
息
付
き
の
米
穀
貸
与
を
行
っ
て
い
た
。
前
者
は
「
硬
羅
・
勒
買
・

強
買
」
と
い
っ
た
行
動
の
、
後
奢
は
強
借
行
動
の
物
的
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
湖
南
省
の
風
習
は
欲
張
り
で
卜
い
や
し
い
。
昨
年
大
災
害
が
発
生
し
、
ま
た
他
藩
か
ら
の
採
買
が
過
多
な
た
め
に
米
価
が
高
騰
し
た
。
富
民
有
穀
の
家
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は
そ
れ
に
乗
じ
て
穀
物
を
退
蔵
し
、
価
格
を
釣
り
上
げ
て
利
益
を
得
よ
う
と
考
え
、
郷
里
に
融
通
し
て
穀
物
を
安
売
り
し
た
り
借
貸
し
よ
う
と
は
し
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
つ
た
。
各
所
は
み
な
こ
の
よ
う
で
、
こ
れ
が
好
昆
の
捻
奪
や
強
借
の
原
因
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
強
借
行
動
に
お
い
て
富
家
が
攻
繋
の
対
象
と
な
る
の
は
、
災
害
・
他
省
か
ら
の
過
度
な
買
い
付
け
な
ど
に
よ
る
米
価
高
騰
に

乗
じ
て
、
よ
り
多
く
の
利
益
獲
得
を
も
く
ろ
み
、
地
域
社
会
に
お
け
る
日
常
的
な
販
売
・
貸
与
に
消
極
的
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
湖
南
省
興
分

県
の
富
戸
黄
年
玉
は
一
日
に
穀
価
を
三
倍
に
釣
り
上
げ
、
県
民
唐
北
超
ら
に
零
墨
さ
れ
る
が
、
乾
隆
帝
は
二
日
に
羅
価
を
三
増
す
る
の
民
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
た
こ
れ
を
し
て
警
楊
す
る
所
を
知
ら
し
め
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
」
と
、
批
を
付
し
て
い
る
。

　
事
件
に
対
応
す
る
地
方
官
僚
と
し
て
は
、
事
件
の
主
導
者
・
参
加
者
を
捕
縛
す
る
の
は
当
然
と
し
て
、
暴
動
の
原
因
と
な
っ
た
富
家
の
退
蔵
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

釣
り
上
げ
を
是
正
し
、
同
時
に
官
歴
を
安
売
り
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
先
に
紹
介
し
た
福
建
省
福
鼎
・
霞
浦
両
県
の
史
料
の
続
き
に
よ
る

と
、
富
家
が
出
借
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
異
者
の
乃
徒
が
扇
動
し
て
福
鼎
県
で
は
十
五
件
、
霞
浦
県
で
は
五
九
件
の
暴
動
が
発
生
し
、
強
借
か

ら
強
槍
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
。
地
方
官
は
富
民
に
対
し
て
時
価
通
り
の
米
穀
販
売
を
勧
諭
し
、
そ
の
結
果
、
四
郷
は
安
静
に
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
省
内
の
興
化
・
蓄
田
両
県
か
ら
米
穀
を
搬
凄
し
、
不
足
を
補
う
策
も
と
ら
れ
た
。
一
方
、
こ
の
行
動
に
参
加
し
た
者
の
中
に

は
、
富
民
の
販
売
に
よ
っ
て
強
借
・
強
捻
を
行
な
う
状
況
が
解
消
さ
れ
る
と
、
自
ら
奪
っ
た
穀
物
を
返
還
し
た
り
、
返
還
す
べ
き
穀
物
が
不
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
る
場
合
は
不
足
分
を
返
す
契
約
を
た
て
た
り
、
安
売
り
を
強
要
し
た
者
は
不
足
分
の
代
価
を
支
払
う
な
ど
の
行
動
が
見
ら
れ
る
。
地
域
社
会

に
お
け
る
日
常
的
な
米
穀
販
売
・
貸
与
関
係
は
、
民
衆
の
行
動
に
一
定
の
規
律
性
を
賦
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
述
の
強
借
か
ら
強
捻
へ
と
推
移
す
る
暴
動
に
お
い
て
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
農
村
に
お
け
る
穀
物
保
有
者
で
地
主
層
と
想
定
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
都
市
の
店
舗
に
対
す
る
強
捻
に
は
借
要
求
が
見
ら
れ
な
い
。
乾
隆
十
七
年
二
月
初
め
、
米
価
が
商
騰
し
た
た
め
に
漸
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

省
杭
州
省
城
に
は
、
周
囲
の
農
村
の
乞
食
が
流
入
し
、
群
と
な
っ
て
米
舗
に
更
米
し
た
が
、
米
舗
が
米
数
週
を
与
え
た
た
め
に
解
散
し
た
。
乾

隆
十
八
年
十
二
月
、
江
蘇
省
蘇
州
府
城
呉
県
の
粥
廠
（
官
設
の
粥
炊
き
出
し
場
）
に
お
い
て
、
糧
船
で
働
く
多
く
の
水
手
（
水
運
労
働
者
）
は
老
弱

婦
女
の
次
に
給
粥
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
飢
餓
を
耐
え
き
れ
ず
、
付
近
の
店
舗
か
ら
食
物
を
奪
っ
た
。
水
手
は
仕
事
が
な
く
な
る
と
食
に
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あ
り
就
く
こ
と
が
で
き
ず
、
郷
里
に
送
り
返
し
た
と
し
て
も
、
帰
る
べ
き
家
も
な
く
郷
里
で
仕
事
も
な
い
の
で
、
官
と
し
て
は
帰
郷
さ
せ
よ
う

　
　
　
　
⑫

が
な
か
っ
た
。
通
常
は
農
村
に
い
る
と
さ
れ
る
乞
食
、
及
び
郷
里
と
の
社
会
的
関
係
が
希
薄
な
水
手
と
都
市
の
併
読
と
の
間
に
は
、
農
村
の
よ

う
な
米
穀
の
貸
借
関
係
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
直
ち
に
米
穀
を
求
め
る
と
い
う
行
動
形
態
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
乾
熱
十
三
年
四
月
の
福
建
省
蒼
蒼
港
仔
尾
地
方
に
お
け
る
裏
例
か
ら
、
米
商
の
米
価
釣
り
上
げ
と
米
価
を
め
ぐ
る
民
衆
の
動
き
を
考
察

し
た
い
。　

伏
し
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
福
建
の
潭
州
・
泉
州
地
方
一
帯
は
、
前
か
ら
台
湾
よ
り
の
入
港
船
で
定
額
の
穀
物
を
補
給
し
て
い
た
。
今
年
は
入
春
以
来
、

雨
が
少
な
く
早
稲
の
植
え
付
け
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
各
地
か
ら
渡
門
港
に
来
て
米
穀
を
購
入
す
る
者
は
多
か
っ
た
。
里
門
港
の
商
人
は
退
蔵
し

た
米
穀
を
売
り
重
し
み
し
、
米
価
を
釣
り
上
げ
た
。
ほ
ど
な
く
任
意
に
釣
り
上
げ
、
た
ち
ま
ち
米
価
は
毎
石
釧
銭
で
千
六
百
か
ら
千
七
菖
文
程
度
に
な
っ

た
。
泉
防
特
配
胡
格
は
、
倉
を
開
い
て
富
米
を
安
売
り
し
ょ
う
と
願
い
出
、
価
格
を
書
手
百
三
十
文
と
し
、
告
示
を
出
し
て
民
に
知
ら
せ
た
。

　
四
月
二
日
、
巡
検
王
瑳
は
自
ら
仔
尾
地
方
の
米
商
の
噺
に
ゆ
き
、
米
の
市
場
価
格
を
調
査
し
て
い
た
。
搬
入
の
陳
譲
・
白
書
・
楊
緯
ら
は
実
際
の
売
値

を
書
っ
て
、
と
が
め
を
被
る
の
を
恐
れ
、
口
か
ら
で
ま
か
せ
に
毎
斗
無
銭
で
百
三
十
文
と
筈
え
た
。
市
場
に
米
を
買
い
に
来
て
い
た
兵
士
・
民
人
は
、
そ

の
様
子
を
見
聞
き
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
後
営
兵
革
の
郭
必
春
が
陳
譲
の
店
に
お
い
て
　
斗
百
三
十
文
で
米
を
買
い
持
ち
帰
っ
た
。
畏
人
の
劉

養
・
魏
兎
唇
ら
は
、
と
も
に
陳
譲
・
楊
緯
の
店
に
お
い
て
一
斗
菖
三
十
文
で
販
売
す
る
よ
う
に
求
め
た
が
、
薦
人
は
そ
の
通
り
に
販
売
し
よ
う
と
は
せ
ず
、

お
互
い
に
や
か
ま
し
く
騒
ぎ
立
て
、
往
来
の
人
々
は
集
っ
て
そ
の
様
子
を
見
物
し
て
い
た
。
（
民
人
十
三
人
の
逮
捕
と
兵
丁
四
人
の
革
糧
発
審
に
つ
い
て

は
省
略
）

　
次
い
で
、
商
人
陳
譲
の
上
申
に
よ
る
と
、
陳
は
白
忠
と
合
資
し
て
米
豆
屋
を
開
い
て
い
た
。
四
月
二
日
に
王
蟹
と
魏
得
点
が
米
を
買
い
に
店
に
来
た
が
、

騒
ぎ
に
乗
じ
て
米
審
十
石
余
り
と
豆
約
二
十
包
ほ
ど
を
持
ち
去
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
商
人
楊
緯
の
上
申
に
よ
る
と
、
米
屋
を
開
い
て
商
売
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
、
四
月
二
日
に
劉
養
と
王
作
ら
が
米
を
買
い
に
店
に
来
て
、
騒
ぎ
に
乗
じ
て
白
米
三
～
四
石
と
玄
米
五
～
六
石
を
持
ち
去
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

米
価
の
釣
り
上
げ
を
し
て
い
る
米
商
に
と
っ
て
、
借
米
安
売
り
を
行
っ
て
い
る
国
家
の
米
価
調
査
は
、
あ
る
程
度
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ

Sl （237）



つ
た
。
そ
し
て
、
米
商
が
兵
士
に
対
し
て
、
官
価
と
同
様
な
一
斗
十
三
文
で
米
を
販
売
し
た
こ
と
が
問
題
を
発
生
さ
せ
て
ゆ
く
。
米
商
は
武
装

し
た
兵
士
で
あ
る
か
ら
官
価
で
販
売
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
民
衆
の
官
海
と
同
様
な
価
格
で
の
販
売
要
求
は
、
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
盛
込

で
の
米
商
の
販
売
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
守
ろ
う
と
し
な
い
ゆ
え
に
米
商
は
槍
奪
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
罠
衆
の
価
格
要

求
は
自
ら
設
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
官
米
の
安
売
り
価
格
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
た
。

82　（23S）

（
2
）
　
阻

米

　
阻
米
と
は
、
あ
る
地
域
内
で
米
穀
を
確
保
す
べ
く
他
地
域
へ
の
流
出
を
阻
止
す
る
行
為
で
あ
る
。
則
松
彰
文
鷺
九
九
二
〕
は
、
清
代
の
人
々

の
間
に
は
一
定
の
地
域
「
境
内
」
で
の
「
食
糧
自
足
」
を
理
想
と
す
る
「
境
内
完
結
」
志
向
が
あ
る
と
し
、
か
よ
う
な
視
点
か
ら
、
阻
米
は
「
出

境
」
問
題
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
江
西
巡
無
陳
弘
謀
は
、
「
越
省
」
阻
止
を
日
的
と
す
る
官
道
を
「
出
面
」
聞
題
と
認
識
し

て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
皇
帝
・
地
方
官
僚
以
下
は
、
食
糧
を
は
じ
め
と
す
る
物
資
を
「
自
由
」
な
商
業
流
通
に
依
存
す
る
志
向
を
持
つ
ゆ

え
に
、
阻
米
を
禁
止
し
た
と
説
く
。
以
下
、
小
稿
で
は
則
松
が
述
べ
る
よ
う
な
短
期
を
禁
止
す
る
論
理
で
は
な
く
、
い
か
な
る
論
理
で
陽
米
が

行
わ
れ
る
の
か
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
雍
正
四
年
福
建
省
福
州
省
城
南
台
の
事
件
は
、
阻
米
の
典
型
例
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
雍
正
四
年
五
月
、
総
州
・
泉
州
・
興
化
三
論
の
米
価
は
磁
石
三
両
に
、
福
州
府
の
米
価
は
温
石
二
閥
八
～
九
銭
と
な
り
、
延
平
・
鼻
詰
・
汀
州
・
郡
武

四
府
の
米
価
も
高
騰
し
て
い
た
。
五
月
十
日
、
福
州
府
閾
県
の
知
県
は
米
価
が
高
騰
し
た
た
め
に
、
南
台
地
方
へ
ゆ
き
米
の
市
場
調
査
を
し
て
い
た
。
興

化
府
の
民
入
が
南
台
で
米
を
購
入
し
、
興
化
府
へ
搬
僻
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
南
台
の
人
は
戴
勝
を
許
さ
な
か
っ
た
。
知
県
は
少
量
で
数
斗
の
米
穀
を

貿
う
者
は
搬
運
を
認
め
る
が
、
一
篇
も
し
く
は
数
石
を
買
う
者
は
搬
運
を
認
め
な
い
と
決
定
し
た
。

　
し
か
し
、
南
台
の
人
は
当
地
の
米
穀
は
乏
し
く
、
搬
出
が
増
え
れ
ば
、
ま
す
ま
す
米
価
が
高
騰
す
る
と
し
て
、
遂
に
騒
ぎ
立
て
て
知
県
の
幡
…
の
布
を
引

き
裂
い
た
。
ま
た
、
中
嘉
保
長
王
仲
緕
の
象
を
打
ち
壊
し
た
。
妊
悪
の
徒
は
勢
い
に
乗
じ
、
遂
に
米
店
を
襲
っ
た
。
城
内
外
の
商
店
は
知
ら
せ
を
闘
き
、
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⑱

　
　
み
な
閉
店
し
た
。

　
こ
の
黒
米
に
お
い
て
、
民
衆
は
米
穀
の
購
入
と
搬
出
を
阻
止
す
る
こ
ど
に
よ
り
、
米
価
が
高
騰
す
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
数
斗

の
み
の
搬
出
を
許
可
し
た
知
県
が
襲
撃
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
民
衆
は
米
穀
の
搬
出
が
米
価
を
高
騰
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
過
敏
な
ほ
ど
に
意

識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
軍
営
は
あ
る
地
域
か
ら
の
米
穀
の
購
入
と
搬
出
の
み
に
よ
り
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
乾
隆
六
年
五
月
、
広
東
省
潮
州
府
で
は
米
価
が
高
騰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
た
の
で
、
想
望
海
運
県
の
民
人
は
空
船
四
十
余
隻
を
採
激
し
、
潮
州
府
へ
と
向
か
っ
た
が
、
そ
の
途
中
の
嘉
応
州
で
通
過
を
阻
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

海
陽
県
の
民
人
は
恵
州
府
で
米
穀
を
採
坐
し
た
の
で
あ
っ
て
、
嘉
応
州
は
潮
州
府
へ
の
通
過
点
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
限
米
を
行
っ
た

嘉
応
州
側
は
、
通
過
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
潮
州
府
へ
の
筆
画
に
よ
り
米
価
が
高
騰
す
る
の
を
懸
念
し
て
米
商
の
販
売
を
阻
止
し
、
米
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
通
過
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
賞
遇
七
年
四
月
七
日
夜
に
、
広
西
上
腿
県
で
も
同
様
な
事
件
が
発
生
し
た
。
賀
県
の
上
流
の

富
川
県
で
米
穀
数
十
石
を
買
っ
て
船
で
搬
送
し
て
い
た
小
販
は
、
賀
県
営
外
を
通
過
し
よ
う
と
し
た
が
、
賀
県
の
民
人
は
小
難
へ
の
米
穀
販
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
さ
え
ぎ
り
、
米
穀
が
出
境
す
る
の
を
許
さ
な
い
と
し
て
通
過
を
阻
止
し
た
。
両
方
の
事
例
に
共
通
す
る
節
米
の
論
理
は
、
米
船
の
通
過
さ
え

も
が
当
地
の
食
糧
事
情
を
悪
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
華
船
の
通
過
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
も
限
米
の
一
形
態
で
あ
る
。

　
ま
た
、
購
入
・
搬
出
・
通
過
を
阻
止
す
る
行
為
に
お
い
て
は
、
攻
撃
目
標
と
な
る
の
は
他
地
域
の
商
人
に
限
定
さ
れ
な
い
。
乾
隆
六
年
六
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

広
東
省
広
州
省
城
に
は
、
省
内
の
恵
州
・
潮
州
両
府
か
ら
米
穀
を
買
い
付
け
に
来
た
商
船
が
多
か
っ
た
。
六
月
十
七
隣
に
は
、
外
誠
五
仙
門
外

の
米
商
は
米
穀
を
退
蔵
し
、
外
府
下
省
の
客
商
に
販
売
し
て
利
益
を
得
て
い
た
。
広
州
の
民
は
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
米
商
は
従
わ
ず
、

多
く
の
民
が
店
舗
に
押
し
入
り
、
商
人
は
殴
打
さ
れ
、
店
内
は
打
ち
壊
さ
れ
た
。
翌
十
八
日
に
も
、
油
欄
門
外
の
米
商
が
米
穀
を
退
蔵
し
、
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

方
に
販
売
し
て
い
る
と
さ
れ
、
商
品
を
掠
奪
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
十
八
日
の
城
門
が
ま
だ
開
か
れ
な
い
早
朝
、
十
七
日
の
ヨ
徒
は
潮
州
府

出
身
者
が
開
い
て
い
る
雑
貨
店
に
潮
州
府
の
米
商
が
滞
在
し
て
い
る
と
言
っ
て
、
店
に
入
り
強
引
に
調
査
し
た
。
沿
江
に
停
泊
し
て
い
る
船
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

ら
上
陸
し
た
人
ぺ
（
蛋
艮
2
）
も
、
そ
れ
に
乗
じ
て
食
糧
や
商
贔
を
掠
奪
し
た
。
事
件
を
皇
帝
に
上
奏
し
た
官
僚
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
時
の
広
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州
の
米
価
は
、
五
月
過
毎
石
一
両
三
～
四
銭
、
六
月
が
一
両
五
～
六
銭
で
、
非
常
な
高
価
格
で
は
な
く
、
居
民
は
ま
だ
食
を
欠
く
と
い
う
状
況

で
は
な
か
っ
だ
。
あ
る
地
域
か
ら
の
米
穀
搬
出
と
い
う
現
象
は
、
あ
る
地
域
で
の
売
る
側
一
そ
の
地
の
商
人
の
存
在
が
前
提
と
な
る
の
で
、
こ

の
よ
う
に
売
る
側
を
攻
撃
目
標
と
す
る
こ
と
で
搬
出
阻
止
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
搬
出
す
る
商
人
へ
の
襲
撃
と
表
裏
一
体
の
行
動
で

あ
る
。
そ
の
さ
い
、
主
体
が
同
郷
性
に
着
目
し
て
雑
貨
屋
に
押
し
入
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
さ
て
、
阻
米
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
る
前
段
階
で
、
郷
邨
無
知
愚
民
が
禁
牌
を
私
立
し
た
と
か
、
銭
を
集
め
て
郷
書
し
た
と
い
っ
た
事
例
が

見
ら
れ
、
何
ら
か
の
合
意
形
成
と
意
志
表
示
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
郷
の
さ
し
示
す
範
囲
が
い
か
な
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
郷
禁
と
は
貧
民
が
中
心
と
な
っ
て
穀
物
保
有
者
に
穀
物
を
販
売
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
民
衆
の
自
発
的

意
志
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
か
は
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
広
州
の
事
例
で
は
、
事
件
に
先
立
っ
て
物
師
（
訴
訟
代
理
人
）
が
外
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

五
十
門
外
で
白
子
を
出
し
て
人
々
か
ら
集
金
し
、
官
に
対
し
て
広
州
か
ら
の
米
穀
流
出
を
禁
止
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
乾
鱈
十
二

年
五
月
、
盛
京
（
奉
天
）
省
海
城
県
内
の
牛
荘
城
で
は
、
諸
員
の
米
穀
出
城
禁
止
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
官
は
錦
鳥
へ
の
米
穀
搬
出
禁
止
の
示
を

出
し
、
民
衆
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
数
日
の
問
に
米
豆
車
五
十
余
輌
の
出
城
を
阻
精
し
た
。
民
衆
は
自
分
が
居
住
す
る
地
か
ら
米
穀
が
流
出
す
る

こ
と
に
違
和
感
や
異
議
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
訟
師
や
国
営
の
有
す
る
一
種
の
世
論
黒
黒
機
能
に
媒
介
さ
れ
て
歳
費
に
い
た
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
官
は
広
州
の
堂
堂
の
要
請
に
応
え
て
告
示
を
出
し
て
お
ら
ず
、
民
衆
に
と
っ
て
は
官
の
公
認
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

84　（240）

（
3
）
關

賑

　
清
浄
前
期
に
お
け
る
賑
済
（
救
済
）
倉
の
う
ち
で
、
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
登
城
に
設
置
さ
れ
た
常
平
倉
で
あ
っ
た
。
常
平
倉
穀
は
国
家
に
よ

る
採
買
と
調
書
に
よ
っ
て
備
蓄
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
用
い
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
米
価
が
高
騰
し
た
時
に
安
売
り
す
る
平
羅
法
、
貸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
付
け
て
利
子
と
と
も
に
返
却
さ
せ
る
借
貸
法
、
返
済
を
必
要
と
し
な
い
賑
給
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愚
行
に
あ
た
っ
て
絃
、
無
条
件
に
被
災
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者
全
て
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
被
災
調
査
と
造
冊
に
よ
る
賑
済
対
象
者
の
選
定
が
行
わ
れ
た
（
森
正
寒
駅
九
六
九
〕
）
。
す
な
わ
ち
、

災
害
を
被
り
食
に
就
け
な
い
民
衆
を
入
冊
の
対
象
と
し
、
そ
の
救
済
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
地
方
官
と
結
託
し
た
暴
徒
が
名
を
偽
っ
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

里
数
以
上
に
冊
に
記
載
さ
れ
、
災
民
に
は
恩
恵
が
及
ば
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。
賑
済
の
規
模
は
か
な
り
大
き
く
、
乾
隆
二
十
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

江
蘇
省
各
府
州
県
の
粥
廠
に
は
、
毎
日
多
い
所
で
は
一
万
余
人
、
少
な
い
所
で
は
三
～
四
千
人
を
下
ら
な
い
貧
民
が
集
り
、
乾
隆
二
一
年
の
漸

江
省
杭
州
省
誠
の
三
つ
の
粥
廠
に
は
、
毎
日
六
万
余
人
が
食
に
就
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
開
賑
と
は
こ
れ
ら
の
賑
済
を
め
ぐ
る
騒
擾
で
あ
り
、

攻
撃
対
象
・
事
件
発
生
地
と
な
る
の
は
全
て
地
方
衙
門
で
あ
る
。

　
蘭
賑
に
お
い
て
第
一
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
賑
済
に
必
要
な
諸
条
件
の
実
現
を
求
め
る
行
動
で
あ
る
。
乾
隆
二
十
年
八
月
江
蘇
省
昆
山
県
に

お
い
て
、
郷
民
は
県
衙
門
で
虫
害
の
災
害
認
可
申
請
（
報
災
Y
を
し
た
が
、
あ
い
に
く
知
県
は
不
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郷
民
は
知
県
が
在
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
を
受
理
し
て
く
れ
な
い
と
し
て
、
県
衙
門
で
騒
ぎ
立
て
た
が
、
知
県
の
不
在
を
知
っ
て
解
散
し
た
。
乾
隆

十
六
年
五
月
、
錦
江
省
永
諸
県
は
災
害
と
不
作
の
た
め
、
貧
民
に
米
牌
を
給
し
官
幣
を
販
売
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
婦
女
数
百
人
が
県
衙
門
で

　
　
　
　
　
⑭

賞
牌
を
求
め
た
。
災
害
認
可
申
請
・
米
牌
や
印
票
の
獲
得
な
ど
は
、
賑
町
実
施
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
行

動
は
倉
を
開
い
て
倉
穀
の
使
用
を
求
め
る
行
動
の
前
段
階
で
は
あ
る
が
、
民
衆
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乾
留
十
三
年
漸

江
省
上
坐
県
で
は
、
平
羅
廠
（
官
米
安
売
り
の
施
設
）
に
お
い
て
民
衆
が
印
篭
を
奪
っ
て
官
米
を
重
買
す
る
行
動
さ
え
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
実
際
の
賑
済
に
お
け
る
量
的
問
題
か
ら
発
生
す
る
騒
擾
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
乾
隆
元
年
十
二
月
十
三
日
、
江
蘇
省
混
化
県
で
は
賑
済

の
米
穀
が
不
足
し
、
銀
で
代
給
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
銀
が
規
定
量
の
半
分
程
度
で
か
つ
低
純
度
で
あ
っ
た
た
め
に
飢
民
は
騒
ぎ
立
て
、

官
は
調
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
十
五
日
朝
に
は
、
一
箇
月
分
の
菅
薦
を
給
さ
れ
た
在
城
の
飢
民
は
、
そ
れ
を
不
足
と
し
て
増
量
を
求
め
た
が

許
さ
れ
ず
、
娯
衙
門
で
騒
ぎ
立
て
た
。
こ
の
興
化
県
の
事
例
は
賑
済
が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
量
に
不
満
を
持
ち
、
さ
ら
な
る
賑
給
量
の

増
大
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
量
の
増
大
を
求
め
る
行
動
に
は
、
安
売
り
す
る
官
製
を
精
米
す
る
さ
い
に
用
い
る
桝
を
争
点
と
す
る

　
　
　
　
⑰

事
例
も
あ
る
。
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さ
て
、
常
平
倉
の
多
く
は
県
城
に
設
竃
さ
れ
て
い
た
の
で
、
県
城
か
ら
離
れ
て
生
活
す
る
農
民
に
は
不
便
で
あ
り
、
地
方
官
僚
は
農
村
や
市

鎮
に
平
羅
廠
を
分
設
し
て
安
売
り
を
実
施
し
、
広
く
そ
の
恩
恵
が
及
ぶ
よ
う
に
配
慮
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
清
朝
国
家
は
都
市
と
農
村
と
の

格
差
を
考
慮
し
、
賑
済
を
実
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
恩
恵
を
施
そ
う
と
す
る
清
朝
の
施
策
と
安
売
り
を
求
め
る
民
衆
の

行
動
、
こ
の
両
者
の
齪
蠕
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
乾
隆
十
七
年
六
月
六
日
、
湖
南
省
二
郷
県
で
は
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
の
節
日
の
た
め
に
官
米
の
安
売
り
が
一
日
停
止
さ
れ
、
翌
七
日
に
安
売
り
を

待
つ
人
々
が
増
加
し
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
た
。

　
　
　
寒
駅
十
七
年
六
月
十
日
、
長
沙
府
営
郷
県
知
県
卓
爾
布
の
報
告
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
県
は
早
稲
が
も
う
す
ぐ
収
穫
さ
れ
る
の
で
、
安
売

　
　
り
す
る
官
穀
に
つ
い
て
次
の
諭
告
を
出
し
た
。
遠
郷
の
春
に
は
毎
戸
二
斗
の
穀
を
売
り
救
済
す
る
が
、
決
し
て
二
度
買
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
近
城
の

　
　
者
に
は
毎
戸
一
日
に
一
斗
を
売
る
こ
と
を
許
す
と
。

　
　
　
八
日
に
刀
民
の
周
二
や
朱
某
ら
は
、
一
斗
で
は
一
日
の
食
用
に
不
足
す
る
と
し
て
、
多
く
の
人
々
を
率
い
て
石
を
県
衙
門
の
門
前
に
運
ん
だ
。
そ
の
直

　
　
後
に
、
彼
ら
は
大
智
に
ゆ
き
、
商
店
を
脅
し
閉
店
さ
せ
、
従
わ
な
い
商
店
に
は
投
石
乱
打
し
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
廠
に
赴
き
官
穀
を
買
っ
て
い
る
人
を
脅

　
　
し
、
み
ん
な
で
二
号
の
穀
を
買
え
る
よ
う
に
衙
門
に
要
求
し
よ
う
と
し
、
す
で
に
一
斗
分
の
銭
を
納
め
た
者
を
も
一
緒
に
石
で
打
ち
、
鉄
馬
を
買
う
の
を

　
　
妨
害
し
た
。

　
知
県
は
遠
郷
の
者
に
は
漏
斗
で
再
買
禁
止
、
近
城
の
者
に
は
一
日
一
斗
と
し
て
再
買
を
禁
止
し
な
い
措
置
を
と
り
、
す
で
に
二
斗
分
の
銭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

納
め
た
者
に
は
、
一
斗
分
の
銭
を
返
還
す
る
措
置
も
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
近
城
の
者
は
遠
郷
の
者
よ
り
も
不
利
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
そ
も
そ
も
一
斗
で
は
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
二
斗
と
の
差
が
歴
然
と
し
て
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
一
斗
の
代
価
を
納
入
し
た
民
衆
に
対
す
る
強
制
的
な
行
為
を
と
も
な
っ
て
、
二
斗
を
求
め
る
要
求
が
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
乾
隆
十
六
年
五
月
に
漸
江
省
湯
渓
県
で
は
、
精
米
不
足
の
た
め
に
遠
郷
の
人
を
優
先
し
て
隠
米
し
ょ
う
と
し
た
が
、
在
城
民
人
が
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

郷
一
体
に
販
米
す
る
よ
う
騒
ぎ
立
て
、
県
は
そ
の
要
求
通
り
の
諭
告
を
出
し
た
。
地
方
官
僚
は
都
市
と
農
村
と
の
格
差
を
考
慮
し
て
救
済
を
試
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み
る
が
、
都
市
の
民
衆
は
よ
り
多
く
の
量
で
、
都
市
と
農
村
と
の
格
差
を
な
く
す
よ
う
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
考
察
す
る
の
は
、
官
米
安
売
り
に
お
け
る
価
格
を
め
ぐ
る
騒
擾
で
あ
る
。
通
例
、
建
米
安
売
り
に
お
け
る
価
格
は
、
市
価
よ
り
も
や

や
安
価
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
設
定
さ
れ
た
価
格
そ
の
も
の
を
不
満
と
し
て
騒
擾
が
発
生
す
る
。
乾
魚
八
年
閏
四
月
目
福
建

省
延
平
府
は
毎
斗
二
百
（
毎
升
二
十
）
文
以
上
の
市
価
に
対
し
て
、
三
升
十
三
文
で
安
売
り
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
南
平
県
の
好
民
は
建

寧
府
の
地
棍
が
官
府
に
安
売
り
価
格
を
引
き
下
げ
さ
せ
た
の
を
聞
き
、
開
倉
当
日
の
朝
、
一
～
二
千
人
が
集
っ
て
罷
市
を
強
制
し
、
県
衙
門
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

騒
ぎ
立
て
、
価
格
を
引
き
下
げ
る
よ
う
に
迫
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
官
は
十
三
文
を
九
文
に
下
げ
、
事
件
は
上
っ
た
。
こ
の
時
、
延
平
・

建
寧
両
府
は
市
価
よ
り
も
銀
一
銭
を
下
げ
て
安
売
り
し
て
い
た
が
、
郷
紳
・
富
戸
の
売
り
出
す
価
格
は
市
価
よ
り
も
三
～
四
銭
安
く
、
官
価
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

民
閾
価
格
よ
り
も
高
価
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
各
府
県
は
官
価
を
決
定
で
き
ず
安
売
り
が
遅
れ
、
民
は
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。

ま
た
乾
隆
十
一
年
五
月
、
湖
南
省
安
仁
県
で
は
、
官
が
安
売
り
価
格
を
釣
り
上
げ
た
こ
と
を
不
服
と
し
、
減
価
を
求
め
る
騒
擾
が
発
生
し
て
い

⑭る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
民
衆
の
側
か
ら
官
価
を
ど
れ
く
ら
い
下
げ
る
か
と
い
う
価
格
の
明
示
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
国
家
が
設
定
す
る

安
売
り
価
格
が
決
し
て
民
衆
の
納
得
い
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
乾
隆
八
年
閾
四
月
の
江
西
省
永
豊
県
の
事
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
、
知
県
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
減
価
を
求
め
る
と
と
も
に
、
廃
銭
の
使
用
を
求
め
て
い
る
。
廃
銭
使
用
は
罠
衆
に
と
っ
て
は
無
料
で
安
売
り

に
与
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
官
米
の
安
売
り
と
い
う
施
策
に
重
大
な
変
質
を
迫
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
民
衆
の
側
か
ら
価
格
を
明
示
し
た
事
例
も
少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
雍
正
四
年
五
月
野
州
城
南
台
の
事
件
は
福
州
署
内

に
も
及
ぶ
が
、
こ
の
事
例
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
十
日
の
晩
に
生
州
の
遊
手
は
南
台
の
薯
件
を
聞
き
、
た
だ
ち
に
悪
事
を
ま
ね
て
聚
惨
し
米
商
二
店
を
襲
撃
し
た
。
（
中
略
）
十
一
日
午
前
十
時
、
各
好

民
は
整
然
と
す
る
こ
と
な
く
、
織
紋
衙
門
に
や
っ
て
来
て
柵
を
破
り
前
門
に
進
み
騒
ぎ
立
て
た
。
私
毛
文
錠
は
何
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
不
法
が
行
わ
れ
て
い

る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
官
米
を
安
売
り
す
る
に
、
毎
一
倉
斗
が
銀
一
銭
～
分
の
値
で
は
高
す
ぎ
る
の
で
、
一
分
の
値
下
げ
を
し
て
欲
し
い
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
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私
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
田
籍
城
に
は
米
船
が
雲
集
し
、
決
し
て
食
を
欠
く
こ
と
は
な
く
、
ま
た
毎
一
興
斗
が
銀
一
銭
一
分
の
売
食
は
、
安
売
り
の
極

　
　
み
と
雷
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
口
実
に
悪
事
を
働
こ
う
と
し
て
い
る
の
を
許
せ
よ
う
か
。
そ
こ
で
、
私
は
前
門
に
侵
入
し
た
首
謀
者
十
七
人
を
薩
ち
に

　
　
捕
ら
え
、
開
門
し
て
裁
き
を
行
い
、
逐
一
厳
し
く
取
り
調
べ
た
。

　
民
衆
の
一
斗
当
り
銀
一
分
減
価
の
要
求
に
対
し
て
、
な
に
ゆ
え
巡
撫
毛
文
鐙
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漸
閲
総
督
高
配
伸
の

試
算
に
よ
る
と
、
福
州
府
の
倉
穀
は
三
十
万
石
あ
り
、
精
米
す
る
と
米
十
五
万
石
と
な
る
が
、
同
着
で
は
一
日
三
千
石
の
米
が
必
要
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

一
箇
月
で
九
万
石
と
な
る
が
、
こ
れ
で
は
こ
箇
月
分
に
も
足
り
ず
、
安
売
り
が
多
け
れ
ば
さ
ら
に
不
足
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
高
其
悼
に
よ

る
と
、
忠
興
年
来
の
福
州
の
米
価
は
安
価
で
毎
石
一
両
二
～
三
銭
が
多
く
、
一
両
は
極
め
て
少
な
い
と
し
、
官
製
の
多
く
は
黒
石
一
両
で
、
九

銭
二
～
三
分
の
官
価
は
少
な
い
が
、
精
米
す
る
と
九
銭
八
分
野
な
る
。
し
か
し
、
九
銭
の
官
業
で
は
豊
年
で
さ
え
も
倉
穀
の
買
繋
は
不
可
能
で

　
　
　
　
⑱

あ
る
と
す
る
。
官
房
安
売
り
は
量
的
に
も
十
全
で
な
く
、
価
格
設
定
に
お
い
て
も
買
補
を
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
廉
売
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
の
は
官
署
の
廉
売
に
か
か
わ
る
騒
擾
で
あ
っ
た
が
、
本
節
の
最
後
に
乾
隆
十
三
年
四
月
の
蘇
州
城
顧
毎
年
案
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
。
十
二
年
の
冬
か
ら
蘇
州
誠
で
は
、
六
箇
所
に
設
廠
し
て
安
売
り
を
実
施
し
て
い
た
が
、
人
口
が
多
い
た
め
遍
く
安
売
り
を
す
る

の
が
難
し
く
、
市
価
を
下
げ
る
の
に
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
。
事
件
は
四
月
二
七
日
に
発
生
し
、
次
に
示
す
顧
舞
年
の
行
動
か
ら
衙
門
喧
岡
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
顧
発
年
の
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
四
月
二
四
日
、
突
然
刀
民
顧
舞
年
が
現
わ
れ
て
両
手
を
後
に
縛
り
、
そ
こ
に
紙
を
つ
け
た
竹
竿
を
挾
み
、
そ
の
紙
に
は
、
米
を
買
う
金
は
な
く
、
貧
罠

　
　
は
苦
し
ん
で
い
る
と
書
い
て
あ
っ
た
。
顧
は
巡
撫
衙
門
に
赴
き
、
米
屋
に
安
売
り
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
て
欲
し
い
と
大
声
で
訴
え
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
州
県
の
鄭
隣
慶
に
取
り
調
べ
を
行
わ
せ
た
。

　
後
に
両
手
を
縛
る
と
い
う
顧
の
行
動
は
、
官
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
ば
す
る
も
の
の
、
決
し
て
官
に
反
抗
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
恭
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
を
示
す
こ
と
で
、
掲
げ
る
要
求
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
嘉
慶
『
朱
里
小
志
』
巻
十
八
雑
記
下
に
億
、
「
身
を
束
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』清代前期食糧暴動の行動論理（堀地）

ね
て
死
せ
ん
こ
と
請
い
、
米
価
を
減
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
篇
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
顧
の
安
売
り
を
要
求
す
る
具
体
的
内
容
は
、
宮
廠
の
米

を
商
人
に
渡
し
、
商
人
の
米
と
と
も
に
官
価
通
り
に
安
売
り
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
官
米
安
売
り
が
そ
の
実
効
果
を
あ
げ
て
い

な
い
こ
と
に
着
目
し
、
公
権
力
に
商
人
を
利
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
雍
正
四
年
に
広
東
巡
撫
難
文
乾
が
実
施
し
た
策
で
は
、
民
閾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
流
通
す
る
米
穀
の
中
に
官
穀
を
民
穀
と
偽
っ
て
混
入
さ
せ
、
時
価
を
参
照
し
て
安
売
り
さ
せ
、
市
価
の
減
価
誘
導
に
成
功
し
て
い
る
。

　
關
賑
と
い
う
行
為
か
ら
見
れ
ば
、
民
衆
は
国
家
を
日
常
的
な
敵
対
関
係
に
お
い
て
位
置
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
国
家
は
災
害
時
に
お
い

て
民
衆
を
救
済
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
正
当
的
賑
済
観
念
が
蘭
賑
の
根
拠
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
観
念
に
依
拠
し
て
、

民
衆
は
国
家
に
対
し
て
保
護
と
依
存
を
求
め
る
。
し
か
し
、
行
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
は
常
に
民
衆
の
要
求
を
満
た
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
民
衆
の
期
待
と
国
家
の
対
応
能
力
の
ギ
ャ
ヅ
プ
が
岡
賑
と
い
う
形
態
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
清
朝
は
歴
代
の
王
朝
に
比
し

て
、
膨
大
な
倉
儲
を
備
蓄
し
賑
画
策
を
整
備
し
た
が
、
正
当
的
賑
済
観
念
は
民
衆
に
お
け
る
清
朝
経
済
政
策
の
観
念
的
表
現
で
あ
る
。

①
　
『
資
料
』
三
〇
〇
頁
、
隠
避
八
年
十
月
十
二
日
、
署
湖
南
巡
龍
脳
薄
奏
、

　
　
縁
傅
老
五
家
非
、
貧
乏
、
素
行
不
馴
。
上
年
忌
邑
井
未
成
災
、
漢
語
老
五
顛
以
米

　
　
貴
為
由
、
簡
約
貧
民
、
諾
了
富
戸
、
強
借
穀
石
。
継
陽
索
借
不
遂
、
即
宰
猪
集

　
　
衆
、
議
欲
強
面
、
復
写
貼
伝
単
、
糾
集
窮
黎
、
又
土
量
村
民
附
和
錯
行
、
聚
会

　
　
　
百
数
十
・
余
人
。
壷
倉
至
織
斑
㎜
測
玉
｛
田
家
、
難
行
抄
繍
凋
、
捻
謡
講
二
百
六
十
石
。

②
　
こ
の
事
件
の
主
剛
者
傅
老
五
は
捕
縛
さ
れ
て
も
邪
術
を
た
の
み
と
し
、
な
か
な

　
か
供
述
に
応
じ
な
か
っ
た
（
『
資
料
』
二
九
九
頁
、
八
年
五
月
二
七
日
、
署
湖
南

　
巡
朝
川
鰐
㎝
得
奏
）
。
な
お
、
蕾
畿
離
心
偲
〔
｝
九
五
六
〕
四
山
ハ
～
燭
七
頁
は
、
『
湖
櫃
…
省
淵
捌

　
成
案
』
刑
律
盗
賊
、
巻
一
「
厳
禁
糾
衆
強
捻
米
穀
」
（
乾
隆
八
年
五
月
二
置
臼
）

　
を
引
い
て
、
乾
隆
八
年
湖
南
省
各
地
の
暴
動
に
宗
教
性
を
見
出
す
が
、
湖
南
に
お

　
い
て
傅
老
五
案
以
外
に
は
直
接
宗
教
が
関
連
し
て
い
る
事
件
は
見
ら
れ
な
い
。

③
『
宮
中
雅
男
正
靱
奏
摺
』
第
十
三
輯
八
○
○
頁
、
雍
正
七
年
閏
七
月
四
日
、
匿

　
察
御
史
伊
拉
蒼
。

④
　
『
資
料
』
二
九
三
頁
、
乾
経
十
三
年
八
月
七
日
、
購
漸
総
督
曙
爾
吉
善
奏
、

　
　
楽
諸
県
郷
蝿
鄭
図
南
等
、
均
系
貢
工
専
奇
論
同
族
長
鷲
。
本
年
三
月
闇
、
因
該

　
　
処
雨
澤
懲
期
、
米
価
易
貴
、
貧
戸
播
種
無
資
。
族
衆
鄭
亦
直
等
、
知
奇
斌
家
積

　
　
有
余
穀
、
向
奇
斌
棚
請
郷
周
濫
、
告
貸
未
允
、
転
挽
郷
図
鳴
瀬
愚
書
、
遂
各
写

　
　
田
契
抵
押
。
三
月
十
二
日
、
郷
亦
直
与
漢
族
鄭
玉
秀
等
四
十
一
人
井
港
図
常
等
、

　
　
至
築
磯
家
、
向
周
書
押
僧
穀
石
。
周
意
見
族
衆
人
多
、
勉
允
借
穀
三
十
桶
、
衆

　
　
復
求
鳳
至
六
十
桶
、
尚
手
量
給
。
奇
辞
書
而
阻
止
、
図
南
・
亦
直
、
均
以
伊
父

　
　
已
＾
兀
、
儒
阿
隅
付
長
駆
蹴
、
即
硬
取
舜
可
斌
家
租
桶
、
臼
【
行
閣
悶
倉
、
汽
常
足
山
畑
十
桶
、
…
挑
運

　
　
割
去
。
奇
斌
即
以
強
鎗
控
県
。
郷
図
日
曝
実
系
岡
族
夢
人
、
先
用
田
契
押
借
、

　
　
後
帯
不
允
、
硬
借
是
実
。

⑤
　
　
『
資
料
』
二
八
九
頁
、
雍
正
七
年
七
月
、
認
諾
江
晦
太
倉
州
属
銭
糧
湖
汰
誘
常

　
道
温
爾
遜
奏
。

⑥
　
　
『
宮
町
砺
楢
乾
隆
…
捕
満
期
摺
藤
第
二
輯
六
一
島
○
頁
、
乾
隆
…
論
－
七
年
四
日
月
九
降
、
　
閲
漸

　
総
督
喀
爾
吉
善
・
福
州
将
軍
暫
署
福
建
巡
撫
新
柱
、

　
　
拠
東
、
番
地
椅
画
濱
海
、
向
無
上
販
米
穀
、
界
磁
本
地
般
実
之
家
各
出
血
穀
鞭
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売
接
済
、
震
春
夏
出
倦
、
秋
収
舶
息
交
還
、
民
間
盟
以
羅
漢
ひ

⑦
『
資
料
』
二
九
九
頁
、
乾
繭
八
年
五
月
二
七
日
、
署
湖
南
肥
壷
蒋
博
奏
、

　
　
其
如
楚
雀
貧
鄙
成
風
、
寓
民
有
穀
隣
家
、
因
上
葉
多
有
偏
災
、
又
自
他
省
採
買

　
　
過
多
、
以
致
米
価
日
昂
、
乗
機
脇
積
、
希
園
｛
尚
漏
出
利
、
不
肯
通
廟
議
塁
、
平

　
　
羅
借
貸
。
此
等
情
由
、
各
処
淫
薬
。
而
好
期
捻
奪
二
藍
、
影
藤
此
期
起
。

　
巴
陵
県
の
「
放
鳥
離
俗
」
に
つ
い
て
は
、
同
治
『
呂
陵
県
志
』
巻
十
一
風
士
に
詳

　
し
い
記
述
が
あ
る
。

⑧
　
『
資
料
』
二
九
八
頁
、
乾
隆
八
年
五
月
一
臼
、
湖
南
巡
撫
阿
里
嚢
奏
。

⑨
ウ
ォ
ン
〔
ち
。
。
b
。
∀
℃
℃
．
“
鳶
愚
課
は
、
乾
隆
八
年
江
西
省
の
暴
動
に
お
け
る
巡

　
撫
三
顧
謀
の
対
策
を
詳
述
し
て
い
る
。

⑩
　
　
『
宮
・
甲
山
楢
豊
隆
…
朝
議
爽
摺
』
第
二
叢
論
ハ
一
二
〇
｝
獄
、
乾
隆
…
ホ
ー
七
年
四
月
目
R
［
、
　
閾
滞
欲

　
総
督
喀
爾
吉
海
・
福
州
将
軍
響
鰻
重
建
窯
旛
新
柱
。

⑪
　
　
『
宮
中
流
転
隆
朝
奏
擢
』
第
二
輯
六
八
六
頁
、
乾
隆
十
七
年
関
月
十
五
日
、
闘

　
漸
総
督
革
職
留
任
喀
爾
吉
善
。

⑫
『
宮
中
橿
乾
隆
覇
奏
摺
』
第
十
三
湯
帰
～
九
頁
、
乾
隆
二
十
年
十
ご
月
十
二
日
、

　
江
蘇
巡
撫
鶴
頚
恭
。

⑩
　
　
『
資
料
』
五
八
○
頁
、
乾
隆
十
三
年
六
月
二
六
臼
、
福
建
水
師
提
督
張
天
駿
奏
、

　
　
伏
査
、
潭
・
泉
一
帯
地
方
、
向
頼
台
湾
入
口
船
隻
、
風
帯
米
石
接
目
。
本
年
入

　
　
春
以
来
、
頑
愚
稀
少
、
早
禾
不
能
栽
挿
、
四
処
来
慶
事
繧
玉
門
者
多
、
鋪
戸
圃

　
　
穣
居
奇
、
早
晩
暗
価
任
意
加
増
、
毎
石
擶
銭
際
至
｝
予
六
街
文
・
㎜
千
八
衝
文

　
　
不
等
。
泉
防
岡
知
胡
格
詳
請
開
倉
平
羅
宮
米
、
毎
斗
定
価
一
百
三
十
文
、
出
示

　
　
曉
諭
。
四
月
初
二
日
、
巡
検
王
環
親
赴
各
米
鋪
、
査
問
市
上
価
値
。
鋪
戸
出
譲
・

　
　
白
蓮
・
揚
蓋
等
、
遠
位
出
実
価
、
致
被
諺
責
、
腿
口
覆
称
斗
米
売
銭
～
百
三
十

　
　
文
。
赴
市
買
米
兵
馬
、
耳
聞
二
道
。
時
有
後
営
兵
丁
郭
必
至
、
数
銭
一
冨
三
十

　
　
文
、
向
陳
譲
鋪
内
買
米
一
斗
持
帰
。
畏
人
劉
養
・
魏
得
昆
等
、
均
埋
茶
談
・
揚

　
　
紙
二
醜
悪
、
照
価
争
買
、
鋪
戸
不
漫
画
給
、
互
根
曝
閣
。
熟
瓜
願
人
聚
集
融
着
．
、

　
　
（
中
略
）
嗣
拠
贈
位
陳
白
州
称
、
譲
与
臼
忠
合
野
開
張
米
豆
店
、
初
一
百
被
王

　
　
貧
・
魏
得
昆
等
入
店
薄
薄
、
乗
隠
密
去
米
飯
十
余
石
・
豆
紛
二
十
来
包
。
鍍
戸

　
　
揚
績
稟
称
、
緯
補
翼
鋪
生
理
、
初
二
日
被
劉
養
・
王
作
立
到
店
買
米
、
乗
闇
失

　
　
去
白
米
瓢
一
四
石
・
槌
血
沈
五
六
石
各
等
惜
…
。

⑭
　
　
『
閲
政
領
要
』
巻
中
門
歳
産
米
穀
」
に
よ
る
と
、
南
台
地
方
は
閾
江
上
流
か
ら

　
の
米
船
の
集
る
地
で
、
米
船
が
三
ロ
關
来
な
い
と
筑
州
の
米
価
は
た
ち
ま
ち
藷
騰

　
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
福
州
省
城
は
閾
県
と
侯
官
県
が
附
治
さ
れ
て
い
た
。

⑯
　
　
『
愉
ロ
中
柵
備
雍
正
朝
奏
摺
醐
第
山
ハ
醗
二
七
雌
一
頁
、
雍
正
四
一
年
六
月
十
九
R
H
、
漸
…
園

　
総
蟹
藺
其
伸
、

　
　
　
（
雍
正
四
年
）
五
月
間
、
潭
・
泉
・
興
三
府
二
二
、
鉱
石
価
驚
三
荷
、
福
州
府

　
　
之
米
、
毎
石
価
簗
一
両
八
九
銭
、
延
・
建
・
汀
・
郡
四
府
米
価
亦
錦
。
五
月
初

　
　
十
日
、
描
州
府
閾
知
堅
、
因
米
貴
前
轍
南
台
地
方
査
米
。
有
鹸
化
府
民
人
、
自

　
　
南
台
買
米
、
搬
往
興
化
、
南
台
糖
人
不
容
認
玄
。
知
県
丁
令
零
星
買
数
鍵
田
許

　
　
搬
、
若
成
石
及
数
石
者
不
許
搬
去
。
南
台
浦
人
臨
本
処
蒔
米
、
愚
慮
愈
貴
、
遂

　
　
爾
紛
蘭
、
蛙
辞
知
県
輔
衣
、
井
折
中
亭
保
長
王
仲
済
之
房
。
妊
．
悪
之
徒
、
乗
勢

　
　
遂
鍮
米
店
、
以
至
誠
内
外
各
舗
聞
風
倶
関
。

「
⑯
　
『
資
料
』
五
八
八
頁
、
乾
隆
六
年
六
月
二
六
日
、
提
督
広
東
総
兵
官
保
祝
日
。

⑰
『
資
料
』
五
八
九
頁
、
乾
隆
七
年
八
月
十
濤
、
潮
州
総
兵
武
縄
掛
奏
。
他
の
史

　
料
の
日
付
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
七
年
は
六
年
の
誤
り
で
あ
る
。

⑱
　
　
『
資
料
』
五
八
七
頁
、
乾
隆
六
年
六
月
エ
一
当
、
広
州
将
軍
阿
爾
蜜
、
副
都
統

　
高
文
漁
・
安
活
発
奏
。

⑲
　
揚
錫
載
『
閤
知
堂
文
集
』
巻
五
輪
疏
、
門
蘇
旨
無
明
蒼
藤
等
県
警
穀
議
案
及
米
穀

　
出
境
桝
形
疏
」
。

⑳
　
　
厩
賞
料
』
五
八
八
｝
貝
、
乾
隆
…
六
年
九
［
月
六
日
、
広
中
果
巡
撫
王
｛
女
隅
奏
。

⑳
　
　
『
資
料
　
』
五
八
七
脚
貝
、
乾
隆
…
六
年
六
月
一
＝
日
、
鷹
州
将
軍
阿
一
癖
鯛
宜
、
翻
都
統

　
高
文
漁
・
安
華
奏
。

愈
▽
　
　
㎝
、
資
料
』
置
八
八
｝
貝
、
影
弘
隆
六
年
九
｛
月
六
馨
、
広
幽
黛
W
過
撫
王
｛
蘭
越
幣
孫
。

⑱
　
　
『
資
料
瞼
五
八
♪
U
頁
、
愚
母
｛
ハ
血
↓
ハ
月
二
一
臼
、
広
州
将
軍
阿
爾
餐
、
　
繍
都
輪
肌
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高
文
瀕
・
安
華
甲
。

⑳
　
　
甲
、
宮
中
根
乾
隆
朝
奏
擢
』
第
一
輯
十
九
頁
、
乾
隆
八
年
三
月
ニ
無
銭
、
涯
酒
巡

　
出
陳
避
寒
。

⑳
　
　
『
鞠
質
料
臨
ご
　
〇
四
頁
、
乾
隆
…
八
年
五
月
二
山
ハ
R
円
、
福
建
提
督
武
進
闇
升
奏
。

⑳
　
陳
弘
謀
『
耳
遠
堂
偶
詩
稿
』
文
暦
、
巻
十
六
江
西
巡
撫
任
、
「
飾
禁
阻
穀
激
」

　
（
豊
隆
八
年
四
月
）
。

⑰
　
『
資
料
』
五
八
八
頁
、
乾
隆
六
年
九
月
六
露
、
広
東
巡
藁
囲
安
国
奏
。

⑱
　
　
『
轟
以
料
』
五
九
一
二
頁
、
乾
隆
…
十
二
年
六
月
闘
日
、
奉
天
将
軍
患
趨
爾
膏
旧
阿
等
奏
。

　
乾
隆
『
奉
天
通
憲
』
巻
二
九
城
三
一
に
よ
る
と
、
4
2
荘
城
は
海
域
県
の
西
四
十
華

　
里
に
所
在
し
た
。

⑳
　
星
斌
夫
〔
一
九
八
五
〕
第
二
章
門
清
平
常
平
倉
の
発
展
と
衰
滅
」
。

⑳
『
宮
中
雛
雍
正
朝
奏
摺
』
第
薫
輯
三
四
五
頁
、
雍
正
二
年
十
月
二
十
日
、
署
理

　
游
江
巡
撫
印
務
河
南
巡
撫
石
文
煉
。
堀
地
明
〔
一
九
九
二
〕
七
五
頁
。

⑳
　
『
宮
中
橋
乾
隆
糠
穂
摺
』
第
十
三
輯
一
二
九
頁
、
乾
隆
二
十
年
十
二
月
十
二
臼
、

　
江
蘇
巡
撫
荘
有
恭
。

⑫
　
　
『
宮
中
構
乾
隆
朝
奏
摺
』
第
十
三
輯
七
四
九
頁
、
乾
隆
二
一
年
二
月
二
三
霞
、

　
離
籍
。

⑳
　
『
高
宗
実
録
』
滅
罪
九
七
－
三
二
、
乾
隆
一
　
十
年
九
月
庚
子
、
江
蘇
巡
撫
荘
有

　
恭
奏
。

⑳
　
　
『
高
宗
実
録
』
巻
三
八
九
i
二
九
、
乾
隆
十
六
年
五
月
乙
丑
、
署
漸
江
巡
旗
永

　
議
奏
。

⑮
霊
園
二
九
四
頁
、
乾
隆
＋
三
年
六
月
＋
三
厩
、
漸
江
巡
撫
方
観
承
奏
。

⑭
　
　
『
資
糾
隠
五
六
二
頁
、
乾
創
出
兀
蕪
r
十
二
鐸
二
七
日
、
江
柑
鯨
巡
撫
観
経
奏
。

⑰
　
　
『
高
熱
実
録
』
巻
三
九
一
－
二
五
、
乾
隆
十
六
年
閏
五
月
乙
未
、
江
平
巡
撫
欝

　
轄
奏
の
峡
江
県
の
蜜
縦
。
こ
の
慕
件
で
喪
体
の
側
は
市
斗
を
使
用
す
る
べ
き
と
す

　
る
。

⑳
　
星
斌
夫
（
一
九
入
五
〕
第
二
慮
昂
、
九
六
～
九
九
百
ハ
。

⑳
　

『
宮
中
椴
乾
隆
…
朝
奏
摺
』
第
三
輯
二
八
六
頁
、
乾
隆
十
七
年
七
月
四
日
、
署
理

　
湖
南
巡
撫
苑
隠
語
、

　
　
乾
隆
十
七
年
六
月
初
十
礒
、
拠
長
沙
府
属
湘
郷
県
知
県
卓
爾
布
稟
称
、
平
羅
倉

　
　
畑
籏
閃
［
早
稲
将
剛
加
駁
榊
優
、
　
六
門
月
初
七
円
ρ
、
将
肱
遅
郷
者
毎
一
月
目
％
二
二
斗
、
論
…
ム
忍
円
以

　
　
接
済
、
不
講
演
買
、
近
城
者
毎
戸
日
准
羅
穀
　
斗
。
初
八
日
、
有
ヨ
罵
周
二
・

　
　
朱
姓
等
、
籍
称
一
斗
不
敷
日
食
、
率
領
多
人
、
搬
石
梁
門
、
旋
即
飽
至
大
街
、

　
　
沖
繋
各
無
点
芦
、
不
服
者
耳
石
乱
打
。
又
赴
廠
喝
令
賀
穀
之
人
、
倶
要
買
足
二

　
　
斗
、
将
已
交
銭
買
一
斗
者
、
用
石
落
打
、
不
許
繰
買
。

⑳
　
　
『
宮
中
飛
型
隆
聯
奏
摺
』
第
三
輯
五
五
三
頁
、
乾
隆
十
七
年
八
月
八
難
、
署
理

　
湖
南
撫
巡
萢
時
綬
。

◎
　
　
『
資
料
』
五
八
四
頁
、
乾
隆
十
六
年
七
月
三
日
、
漸
江
平
撫
永
貴
奏
。

⑫
　
　
『
資
料
』
五
七
九
頁
、
乾
隆
八
年
閏
四
月
十
七
臼
、
福
建
陸
路
提
督
武
進
昇
奏
。

　
中
谷
剛
二
九
九
三
〕
三
九
六
～
三
九
七
頁
参
照
。

⑯
　
　
『
資
料
』
五
七
八
頁
、
乾
隆
八
年
九
月
十
二
臼
、
福
建
巡
撫
周
学
健
奏
。

⑭
　
揚
錫
絨
『
四
知
裳
文
集
喩
巻
八
奏
疏
、
「
尊
旨
陳
明
辮
理
安
仁
県
ヨ
凝
聚
衆
縁
由

　
疏
」
。

⑮
　
　
『
資
料
』
五
七
二
頁
、
乾
隆
八
年
閏
四
月
二
七
臼
、
江
酒
巡
擁
陳
弘
謀
奏
。

⑯
　
　
『
宮
中
橘
雍
正
朝
至
尊
』
第
六
輯
十
四
買
、
雍
正
四
年
五
月
十
四
冒
、
福
建
巡

　
撫
毛
文
鐙
、

　
　
木
慰
謝
城
游
手
鼻
繋
台
之
信
、
即
効
尤
下
衆
、
三
無
米
舗
両
家
。
（
中
略
）
十

　
　
一
β
巳
刻
、
各
好
民
寛
敢
無
端
直
、
到
距
衙
門
、
挨
折
柵
欄
、
進
至
葉
隠
喧
啖
。

　
　
販
闇
以
何
事
、
伽
此
不
法
。
拠
云
、
甲
羅
官
米
、
毎
一
倉
町
価
銀
一
銭
一
分
太

　
　
貴
、
要
求
減
　
分
等
語
。
阪
薙
、
省
城
米
船
雲
集
、
並
無
欠
乏
、
且
毎
一
倉
斗
、

　
　
売
銀
一
銭
一
分
、
可
謂
平
滅
之
極
夷
。
量
容
認
日
為
非
。
故
窺
立
将
進
総
門
為

　
　
芸
者
一
十
七
名
、
即
時
牟
獲
、
開
門
坐
堂
、
逐
一
厳
刑
究
処
。

⑰
　
　
『
宮
中
揺
雍
正
朝
奏
摺
』
第
六
輯
一
七
三
頁
、
雍
正
四
年
六
月
十
九
日
、
漸
閲

総
督
満
其
停
。
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⑱
　
　
『
愉
皇
霊
黛
四
脚
㌍
正
朝
礁
欠
摺
…
』
第
穴
輯
コ
～
〇
四
【
頁
、
由
雛
蕊
取
同
年
七
膏
乃
十
↓
八
難
、
澁
閾

　
公
ぴ
蚤
h
埼
丸
、
自
干
Q

　
　
一
†
7
イ
レ

　
景
4
「

⑲
　
　
『
資
料
』
五
八
盟
謡
貝
、
濠
州
瞳
十
一
二
年
羅
月
二
六
日
、
汀
［
蘇
’
按
翻
然
伸
出
羽
曲
謹
奏
、

　
年
月
二
十
繊
日
、
忽
有
ヨ
民
纈
発
話
、
緊
縛
爾
鞍
、
油
層
粘
紙
、
上
写
無
銭
買

　
米
、
窮
足
難
過
等
語
、
前
赴
撫
距
衙
門
語
聾
、
欲
求
勒
産
米
鋪
減
価
出
笛
、
当

　
獲
長
州
県
三
時
慶
査
訊
。

⑭
　
嘉
慶
『
朱
里
小
志
』
の
利
翔
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
名
古
屋
大
学
教
授
の
ご
高

　
配
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

⑪
　
『
史
料
旬
報
』
雛
二
九
期
讐
涯
蘇
蘇
松
鯵
処
聚
衆
阻
糀
案
」
、
乾
隆
十
三
年
五
月

　
二
矯
、
誕
行
義
摺
。

㊥
　
　
『
雍
酬
止
朝
鞘
織
紋
礫
厚
批
奏
摺
黒
暗
禰
』
第
七
下
五
四
三
、
雍
正
四
年
七
月
二
六
日
、

広
愚
挙
撫
揚
文
筥
。
こ
れ
は
雍
正
四
年
に
お
け
る
広
州
四
百
愚
案
兵
に
よ
る
平
羅

　
廠
襲
撃
事
件
の
後
の
米
価
安
定
策
で
あ
る
。
堀
地
明
〔
～
九
九
三
〕
参
照
。

⑩
浄
本
美
緒
〔
～
九
八
七
〕
一
コ
～
二
二
頁
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
念
を
「
普
遍

　
寛
義
的
理
念
」
と
し
て
い
る
。
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三
　
参
加
者
・
誉
謀
者
・
結
集
様
式

　
食
糧
暴
動
の
参
加
者
は
、
無
頼
・
巧
民
・
兵
丁
・
市
井
漁
夫
・
農
民
・
佃
戸
・
棚
民
・
婦
女
・
再
婦
・
乞
鰐
・
竈
戸
・
石
匠
・
水
手
な
ど
で
、

特
定
の
階
層
に
限
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
社
会
的
諸
階
層
の
多
く
が
暴
動
に
参
加
し
て
い
た
と
言
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
参

加
老
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
数
十
人
程
度
が
多
く
、
大
規
模
な
も
の
で
は
百
人
～
二
百
人
と
な
り
、
千
人
～
二
千
人
と
い
っ
た
も
の
も

あ
る
が
、
千
人
規
模
は
少
な
い
。
ま
た
、
参
加
者
相
互
間
で
の
社
会
的
結
合
も
、
邪
教
（
乾
隆
八
年
四
月
湖
南
省
巴
陵
県
傅
老
五
案
）
や
災
民
の
雑

箆
会
（
乾
隆
八
年
二
月
湖
北
里
下
陵
県
）
と
い
っ
た
事
例
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
。
半
数
八
年
五
月
福
建
省
郡
武
県
の
よ
う
な
盗
賊
化
し
た
例
も
多

く
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
暴
動
が
発
生
す
る
さ
い
に
は
、
事
件
を
計
画
し
先
頭
に
立
っ
て
扇
動
す
る
首
謀
者
は
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
存
在
す
る
。
首
謀

者
が
判
明
す
る
行
動
形
態
は
岡
賑
が
最
も
多
い
。
列
挙
す
る
と
、
第
一
に
は
門
生
・
生
員
・
身
分
を
剥
奪
さ
れ
た
生
員
（
革
生
員
）
・
武
学
生
員
・

童
生
な
ど
の
科
挙
湖
度
の
身
分
体
系
に
連
な
る
人
々
で
あ
る
。
乾
隆
十
六
年
漸
江
省
各
府
の
關
賑
で
は
、
金
華
府
の
逮
捕
老
二
十
人
中
生
員
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
、
処
州
府
は
二
四
名
中
生
船
二
名
・
監
生
一
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
乾
隆
七
年
江
蘇
省
各
地
の
問
賑
を
指
揮
し
た
の
は
、
「
在
城
居
民
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
家
、
例
は
賑
槌
の
列
に
在
ら
ざ
る
撮
し
た
る
生
員
・
族
人
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
無
頼
・
遊
手
・
棍
徒
・
碁
師
と
い
っ
た
類
の
人
々
で
あ
る
。
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出
鼻
に
お
い
て
最
も
主
謀
者
が
明
確
に
な
る
の
は
、
賑
済
と
い
う
一
定
の
手
続
き
を
必
要
と
す
る
制
度
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、
攻
撃
指

標
の
選
定
が
強
借
・
強
捻
や
阻
米
よ
り
も
容
易
で
、
行
動
に
入
念
な
計
画
を
必
要
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
首
謀
者
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
暴
動
を
お
こ
し
、
参
加
者
は
い
か
に
し
て
事
件
に
加
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乾
隆
十
二
年
河
南
省
土
師
県
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
年
の
春
、
黒
影
県
で
は
毎
戸
は
一
石
を
罫
描
し
、
計
一
万
八
千
筆
石
が
用
い

ら
れ
た
が
、
人
口
が
多
い
の
で
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
、
順
番
を
決
め
て
借
穀
を
実
施
し
て
い
た
。
た
だ
南
披
地
方
は
県
評
か
ら
遠
く
、
借

穀
の
順
番
も
後
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
次
に
訳
出
す
る
事
件
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
に
、
南
城
地
方
繰
氏
鎮
の
已
革
生
員
王
国
幹
は
借
穀
の
順
番
が
や
や
遅
れ
、
ま
た
毎
戸
一
石
し
か
借
り
ら
れ
な
い
た
め
に
、
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
に
対
し
て
不
満
を
い
だ
き
怨
み
を
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
伝
単
を
回
し
て
人
々
を
集
め
、
無
理
に
垂
々
を
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
三
月
二
六
日
に
伝
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
を
書
い
て
回
し
、
人
々
を
誘
っ
て
四
月
二
日
に
城
南
の
火
牛
廟
に
集
る
こ
と
に
し
た
。
王
は
伝
単
を
厩
乾
に
預
け
、
郭
二
全
・
播
宗
・
丁
保
子
・
丁
和
尚
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
丁
老
子
・
斉
四
如
・
陳
善
長
・
溜
尚
智
な
ど
に
渡
し
て
園
覧
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
文
面
に
は
伝
単
を
回
覧
し
な
い
老
は
、
盗
賊
・
娼
婦
と
同
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
低
劣
な
者
だ
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
各
人
は
伝
単
を
次
々
に
回
し
た
。

　
薄
徳
生
員
の
王
国
幹
が
ビ
ラ
を
回
覧
し
て
借
塗
し
よ
う
と
し
た
動
機
は
、
賑
済
の
順
番
の
遅
れ
と
そ
の
量
に
不
満
を
有
し
、
自
ら
の
賑
済
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

求
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
ビ
ラ
の
回
覧
ル
ー
ト
が
王
国
幹
－
岳
乾
一
春
賀
全
以
下
八
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
を
頂
点

と
す
る
何
ら
か
の
垂
直
的
な
人
間
関
係
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
王
が
一
人
で
ビ
ラ
を
作
成
し
て
い
る
が
、
複
数
の
人
が
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ラ
を
書
き
、
さ
ら
に
別
の
人
が
改
作
を
加
え
る
と
い
っ
た
入
念
な
事
例
も
あ
る
。
口
承
で
は
な
く
、
ビ
ラ
を
意
志
伝
達
の
手
段
と
し
て
用
い
る

理
由
は
、
情
報
を
誤
り
な
く
確
実
に
伝
え
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ビ
ラ
の
回
覧
と
い
う
行
為
に
は
、
識
掌
能
力
を
必
要
と

し
て
い
る
。
事
件
の
行
方
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
約
束
の
四
月
二
日
当
日
に
、
費
四
は
人
が
往
来
す
る
の
を
見
て
、
見
に
い
っ
て
み
よ
う
と
言
い
、
二
狗
児
と
同
行
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
彰
四
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
　
わ
ち
彰
育
徳
も
借
穀
を
欲
し
、
丘
起
文
・
隼
大
智
を
誘
い
廟
へ
向
っ
て
い
た
口
、
さ
ら
に
、
段
四
朗
子
は
前
に
借
穀
で
き
ず
怨
み
を
抱
い
て
い
た
が
、
伝
単
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の
囹
覧
の
こ
と
を
昇
に
す
る
や
、
四
月
二
黒
に
村
畏
段
宗
直
・
段
間
瑚
・
段
老
五
・
贈
爵
・
段
昇
・
段
貰
年
・
晶
出
・
博
徳
・
任
道
士
・
寄
牛
・
楊
二
羊
・

　
　
王
麻
子
な
ど
を
誘
い
、
借
手
し
ょ
う
と
腐
へ
謳
っ
た
。
’
ま
た
、
各
村
の
借
穀
を
欲
す
る
畏
人
は
噂
を
聞
い
て
廟
に
ゆ
き
、
さ
ら
に
、
一
緒
に
い
っ
て
見
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
し
ょ
う
と
す
る
者
も
全
て
火
神
廟
に
集
り
、
そ
の
数
は
七
～
八
十
人
で
あ
っ
た
。

　
心
神
廟
に
集
っ
た
人
々
の
結
集
様
式
は
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
は
、
王
国
幹
以
下
に
連
な
る
ビ
ラ

を
作
成
し
回
覧
し
た
人
々
で
あ
り
、
識
字
能
力
を
も
ち
核
と
な
る
自
覚
的
首
謀
者
集
団
と
も
い
う
べ
き
人
々
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
当
日
集
る

人
の
往
来
に
接
し
た
り
、
ビ
ラ
の
内
容
を
洩
聞
き
し
て
集
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
は
必
ず
し
も
識
字
能
力
は
必
要
で
は
な
く
、

借
貸
を
求
め
る
と
い
う
同
じ
目
的
を
共
有
し
、
第
一
の
人
々
の
外
郭
的
位
置
に
あ
る
。
ビ
ラ
が
園
覧
さ
れ
て
そ
の
内
容
が
噂
に
な
っ
て
波
及
し

て
い
く
こ
と
は
、
主
体
の
結
集
の
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
第
三
に
は
、
同
行
し
て
見
物
し
よ
う
と
す
る
人
々
で
あ
り
、
第
二
の
人
々

の
周
縁
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
衙
門
で
の
騒
動
と
な
る
。

　
　
　
乱
酒
幹
は
衙
門
に
も
と
も
と
詳
し
く
、
誰
か
に
自
分
を
見
つ
け
ら
れ
る
の
を
恐
れ
、
自
分
は
県
衙
門
に
は
ゆ
か
ず
、
村
民
に
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。

　
　
梁
衝
門
に
ゆ
き
借
穀
を
求
め
、
も
し
借
給
し
な
い
な
ら
、
た
だ
ち
に
騒
ぎ
立
て
る
よ
う
に
と
。
段
四
胡
子
は
す
ぐ
に
声
を
あ
げ
て
従
い
、
村
民
を
引
き
連

　
　
れ
て
衙
門
へ
と
向
つ
た
。

　
　
　
衙
門
に
到
着
す
る
と
、
彼
ら
よ
り
も
先
に
来
て
借
漏
し
て
い
る
老
、
及
び
そ
の
君
た
ち
に
同
行
し
た
見
物
人
、
お
よ
そ
七
～
八
十
人
が
い
た
が
、
知
県

　
　
の
朱
続
志
の
諭
告
で
解
散
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
蒔
、
段
四
冊
子
が
続
い
て
衙
門
に
着
き
大
き
な
声
で
叫
び
、
人
々
を
解
散
さ
せ
な
か
っ

　
　
た
。
そ
こ
で
、
再
び
多
く
の
人
が
衙
門
に
引
き
返
し
、
後
か
ら
来
た
者
と
あ
わ
せ
て
約
百
五
～
六
十
人
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
県
費
に
押
し
入
り
、
衙
役
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
そ
れ
を
阻
ん
だ
。
し
か
し
、
押
し
入
っ
た
人
は
多
か
っ
た
の
で
、
県
堂
の
上
の
輿
の
扉
が
打
ち
壊
さ
れ
た
。

　
王
国
幹
は
官
吏
に
顔
を
知
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
直
接
的
な
行
動
を
回
避
し
つ
つ
民
衆
を
指
揮
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
段
四
胡
子
が
人
々
を

直
接
指
揮
し
、
先
に
来
て
い
た
人
々
を
再
結
集
さ
せ
、
衙
門
嘘
闇
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
事
件
後
の
調
査
で
は
、
岳
乾
ら
ビ
ラ
を
回
覧
し
た
人

々
は
衙
門
に
同
行
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
段
囚
胡
子
が
王
の
指
示
を
受
け
て
人
々
を
指
揮
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
以
前
借
穀
で
き
ず
、
段
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宗
直
以
下
十
二
名
を
引
率
し
て
火
神
廟
に
結
集
し
た
と
い
う
主
導
性
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
の
行
動
に
な
る
と
、
第
二
の
外
郭
部

分
と
第
三
の
周
縁
部
分
は
と
も
に
県
警
に
押
し
入
る
が
、
こ
れ
は
行
動
が
鞍
骨
さ
れ
た
こ
と
で
、
集
団
内
部
に
お
け
る
よ
り
強
固
な
一
体
性
が

獲
得
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
已
革
生
魚
王
国
幹
の
場
合
は
、
自
分
も
賑
済
を
求
め
る
こ
と
に
事
件
を
首
謀
す
る
動
機
が
存
在
し
た
が
、
雑
記
六
年
広
州
の
事
例
で
見
ら
れ

た
訟
師
の
よ
う
に
、
首
謀
老
が
報
酬
の
獲
得
を
も
く
ろ
む
事
例
も
見
ら
れ
る
。
乾
隆
三
二
年
険
爾
省
長
武
県
で
は
、
童
生
尚
景
福
は
人
々
を
集

め
て
種
籾
を
借
り
る
と
告
げ
、
衆
人
を
喜
ば
せ
成
功
し
た
ら
報
酬
を
得
よ
う
と
考
え
、
知
り
合
い
と
謀
っ
て
七
～
八
十
人
で
二
度
県
衙
門
に
押

　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
か
け
た
。
ま
た
、
す
で
に
夫
馬
長
に
よ
り
訳
鵡
さ
れ
、
中
谷
剛
2
九
九
三
〕
で
分
析
さ
れ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
乾
隆
八
年
福
建
省
寧
化
県

の
事
例
に
お
い
て
は
、
不
法
繋
駕
陰
出
盛
は
二
種
類
の
金
銭
を
得
て
い
る
。
第
一
は
米
価
高
騰
時
に
無
頼
の
糧
米
妨
害
回
避
を
願
う
富
戸
よ
り

獲
得
す
る
「
偏
手
銭
」
と
呼
ば
れ
る
リ
ベ
ー
ト
で
あ
り
、
第
二
は
官
を
動
か
し
富
戸
の
安
売
り
を
実
現
さ
せ
た
謝
礼
銭
と
し
て
、
貧
民
か
ら
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
寧
化
県
城
内
の
一
地
域
か
ら
毎
戸
銭
二
文
で
計
千
百
六
十
文
、
五
八
○
戸
か
ら
徴
収
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
表
1
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
愛
市
（
商
店
の
一
斉
休
業
）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
清
代
前
期
の
罷
市
に
つ
い
て
は
、

金
弘
吉
〔
一
九
九
二
〕
が
概
略
的
考
察
を
行
っ
て
い
る
が
、
小
稿
で
は
食
糧
暴
動
に
お
い
て
見
ら
れ
る
調
布
の
形
態
分
類
を
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
罷
市
の
第
一
の
形
態
と
し
て
は
、
騒
擾
の
さ
い
に
商
人
が
店
舗
や
身
体
を
暴
徒
か
ら
防
衛
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
乾
隆
十
三
年
正
月
、

山
東
省
縢
県
と
県
境
を
接
し
た
江
蘇
省
油
県
夏
鎮
に
は
、
縢
県
か
ら
の
流
民
が
集
り
食
物
を
掠
奪
し
、
滞
県
の
巧
徒
・
乞
再
も
そ
れ
に
従
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

そ
の
た
め
、
商
店
は
十
六
β
か
ら
三
日
間
閉
店
し
た
。
先
に
述
べ
た
雍
正
四
年
福
州
城
南
台
・
城
内
の
閉
店
も
、
襲
撃
を
園
惜
し
よ
う
と
す
る

罷
市
で
あ
る
。

　
第
二
の
形
態
は
首
謀
者
が
暴
動
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
、
要
求
の
貫
徹
を
め
ざ
す
罷
市
で
あ
る
。
雍
正
五
年
六
月
、
湖
北
省
武
昌
・
銀
鉱
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
マ

ど
の
地
で
は
滞
米
安
売
り
に
乗
じ
て
、
遊
手
・
光
幌
が
謡
雷
を
流
布
し
て
罷
市
を
強
制
し
、
従
わ
な
い
商
店
は
掠
奪
を
被
っ
た
。
首
謀
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
監
生
・
甲
長
各
一
名
が
逮
捕
さ
れ
た
。
次
の
江
蘇
省
宿
遷
県
の
襟
締
未
遂
事
件
は
、
計
画
性
や
呼
び
か
け
る
対
象
を
明
示
し
て
お
り
興
味
深
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い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
塾
生
員
王
育
英
は
広
く
賑
済
が
笑
施
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
請
願
書
を
書
き
、
革
課
員
陸
士
早
早
を
集
め
て
名
前
を
列
ね
さ
せ
、
県
衙
門
に
赴
き
広
く

　
　
指
導
を
行
う
よ
う
に
要
請
し
た
。
し
か
し
、
知
県
の
銭
金
摸
は
要
請
を
認
め
ず
、
論
告
を
出
し
て
暫
く
様
子
を
見
る
こ
と
に
し
た
。
思
い
も
よ
ら
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　
ラ

　
　
と
に
、
王
育
英
は
要
請
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
罷
市
を
呼
び
か
け
る
知
解
三
枚
を
書
き
、
県
誠
に
貼
り
つ
け
た
。
前
か
ら
王
は
宿
管
制
の

　
　
下
層
労
働
者
が
毎
朝
東
門
に
集
っ
て
仕
畜
を
捜
す
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
つ
い
に
八
月
一
臼
の
黎
明
に
多
く
の
下
層
労
働
者
に
大
声
を
あ
げ
て
罷
市
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
、
朝
早
か
っ
た
が
、
も
と
も
と
各
旛
舗
は
開
墾
す
る
碍
間
で
あ
夢
、
王
育
英
ら
は
知
県
に
逮
捕
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
実
録
に
は
、
「
ま
た
市
に
赴
き
て
即
ち
に
吃
賑
を
得
る
を
以
て
詞
と
為
し
、
貧
民
を
引
誘
し
、
威
び
て
夕
潮
せ
し
む
」
と
あ
る
が
、
首
謀
者

が
革
生
員
で
あ
る
こ
と
、
呼
び
か
け
手
段
と
し
て
の
ビ
ラ
の
使
用
、
呼
び
か
け
る
対
象
が
腱
用
を
待
つ
貧
民
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
注
匿
に
値
し

よ
う
。

　
最
後
に
暴
動
に
兇
ら
れ
る
自
己
規
律
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
首
謀
者
が
民
衆
を
扇
動
す
る
時
に
は
、
行
動
の
合
図
の
道
具
と
し
て

扇
や
ホ
ラ
貝
の
笛
が
使
用
さ
れ
、
行
動
が
始
ま
る
と
威
嚇
の
手
段
と
し
て
手
に
農
具
や
鉄
の
短
棒
を
持
ち
、
投
石
行
為
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
。
し
か
し
、
岩
代
前
期
に
お
い
て
は
、
明
末
天
啓
四
年
広
州
の
暴
動
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
商
人
に
対
す
る
殺
人
行
為
を
弄
い
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
放
火
行
為
も
見
ら
れ
な
い
。
再
び
乾
隆
三
二
年
陳
西
省
長
武
県
の
事
件
を
取
り
上
げ
る
と
、
童
生
尚
景
福
に
率
い
ら

れ
た
一
行
は
、
一
度
要
求
を
拒
否
し
た
知
県
に
対
し
て
、
家
に
帰
っ
て
農
具
を
取
り
、
そ
れ
を
威
嚇
手
段
と
し
て
霜
露
要
求
を
行
っ
た
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
、
県
衙
門
で
書
役
に
な
じ
ら
れ
、
書
役
の
家
屋
計
七
軒
を
打
ち
壊
す
時
に
は
、
必
ず
し
も
農
具
を
携
帯
し
て
い
な
い
。
書
役
に
対
す
る
異
議

申
し
立
て
ば
、
威
嚇
手
段
と
し
て
の
農
具
を
使
用
し
な
い
ば
か
り
か
、
対
人
的
殺
傷
行
為
を
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
衆
運
動
の

自
己
規
律
性
が
食
糧
暴
動
の
み
に
見
ら
れ
る
の
か
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
①
『
高
宗
災
録
』
巻
三
九
三
－
二
十
、
忍
業
十
六
年
六
月
甲
子
、
三
江
巡
無
永
貴
　

③
『
資
料
』
五
六
八
頁
、
乾
隆
十
二
年
六
月
山
屋
、
河
南
巡
撫
無
色
奏
、

　
　
奏
。
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誰
有
爾
城
維
氏
鎮
已
革
生
員
王
羅
幹
、
以
定
期
稽
遅
、
井
悶
毎
芦
止
借
穀
｝
石

　
②
　
　
『
資
料
臨
五
六
三
頁
、
乾
隆
八
年
正
湾
二
六
臼
、
爾
江
総
瞥
徳
瀦
奏
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
率
、
不
満
所
欲
、
心
門
怨
望
、
親
起
意
俵
粘
糾
衆
、
希
図
嚢
借
。
於
三
月
二

96　（252）



清代前期食：糧暴動の行動論理（堀地）

　
　
十
六
日
書
写
俵
帖
、
約
衆
於
四
月
初
二
日
赴
城
南
黒
甜
廟
会
斉
。
将
搬
器
岳
乾
、

　
　
給
郭
一
　
全
・
需
宗
・
丁
保
子
・
丁
和
尚
・
丁
老
子
・
二
幅
如
・
陳
善
長
・
溜
尚

　
　
智
等
、
倶
因
幡
内
開
有
不
行
伝
送
蹄
男
盗
女
娼
之
語
、
随
各
綴
藤
伝
書
。

④
乾
隆
年
闘
に
お
い
て
は
、
文
武
盤
員
で
あ
っ
て
も
「
真
正
赤
貧
扁
で
あ
れ
ば
、

賑
済
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
『
高
宗
実
録
』
巻
四
三
－
五
、
乾
隆
二
年
五
月
戊

　
申
、
山
東
巡
撫
法
敏
条
二
百
籔
事
宜
参
照
。

⑤
王
篠
薙
『
臨
汀
考
言
』
巻
十
、
「
帰
化
難
民
頼
文
蕪
等
鼓
衆
闘
衙
葉
擦
獲
穀
」

　
（
康
熈
三
六
年
）
。
こ
の
史
料
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
森
正
夫
名
古
屋
大
学
教

　
授
の
ご
高
配
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
讃
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

⑥
　
『
資
料
隔
五
穴
八
頁
、
乾
隆
十
二
年
六
月
羅
日
、
河
南
鎮
撫
碩
色
奏
、

　
　
至
期
有
買
切
兇
入
過
彼
、
声
石
塁
観
、
与
二
狗
児
同
行
。
比
有
彰
四
蝿
叩
育
徳
、

　
　
亦
欲
借
穀
、
遽
約
丘
起
文
・
牛
大
智
前
往
。
更
有
段
四
湖
子
、
先
以
未
得
借
穀
、

　
　
正
常
含
怨
、
忽
聞
伝
帖
、
随
於
四
月
初
二
臼
、
約
同
村
民
段
宗
直
・
段
周
瑚
・

　
　
段
老
五
・
三
鶴
・
段
昇
・
段
振
生
・
孫
貞
・
鰐
徳
・
任
道
士
・
徐
牛
・
揚
二
羊
・

　
　
王
麻
子
等
、
前
往
骸
穀
。
二
軸
各
村
欲
行
笠
懸
民
人
、
熱
風
而
至
、
及
随
行
観

　
　
看
者
、
倶
在
火
神
罰
聚
斉
、
約
七
八
十
人
。

⑦
　
　
『
資
料
』
五
六
八
頁
、
乾
隆
十
二
年
箇
月
顯
日
、
河
南
巡
撫
諸
色
奏
、

　
　
王
國
幹
因
衙
門
索
熟
、
恐
人
認
識
、
不
澄
進
県
、
乃
指
示
村
民
、
赴
県
門
借
、

　
　
如
不
借
給
、
即
行
喚
闊
。
素
膚
胡
子
即
随
声
附
和
、
令
各
聴
従
而
行
。
及
抵
県

　
　
門
、
有
先
至
県
署
借
穀
及
随
行
観
瀬
者
、
亦
約
七
八
十
人
、
経
該
県
朱
続
志
曉

お
わ
り
に
i
苦
干
の
比
較
史
一

　
　
諭
散
出
、
適
段
四
規
子
睡
至
、
復
薫
習
暁
罵
、
不
網
人
敬
ひ
於
是
衆
民
復
圓
レ

　
　
同
後
続
渚
約
共
一
蕎
五
六
十
人
、
擁
入
県
堂
、
衙
役
欄
阻
、
調
乳
多
頭
援
、
将

　
　
堂
上
輔
扇
摘
辞
。

⑧
『
資
料
』
二
八
七
頁
、
乾
隆
益
二
年
四
月
十
二
臼
、
映
悲
巡
熱
闘
則
奏
。

⑨
谷
川
・
森
〔
一
九
八
三
〕
九
武
豊
。

⑩
　
　
『
資
料
』
五
七
七
頁
、
乾
隆
八
年
十
一
月
六
日
、
閲
漸
総
督
郷
蘇
図
・
藍
建
巡

　
撫
哲
学
健
奏
。

⑪
　
　
『
資
料
u
』
五
六
五
百
ハ
、
乾
隆
…
十
三
＃
†
四
月
十
・
日
、
江
蘇
愛
撫
…
安
寧
奏
。

⑫
　
　
『
宮
中
橘
雍
正
朝
汚
血
』
雛
八
雲
四
九
～
頁
、
雍
正
五
年
七
月
九
臼
、
吏
部
尚

　
書
署
理
湖
北
総
馨
機
務
傅
敏
。

⑭
　
　
『
資
料
』
五
六
四
頁
、
典
型
十
二
年
三
月
十
五
日
、
江
蘇
巡
撫
安
寧
奏
、

　
　
縁
差
込
王
育
英
希
圏
普
賑
、
捏
写
公
呈
、
往
糾
草
生
陸
士
飛
躍
、
添
列
名
字
、

　
　
赴
二
郷
普
賑
、
該
県
知
二
百
朝
模
未
准
、
井
門
出
示
曉
諭
、
静
候
査
勘
。
誕
育

　
　
英
細
魚
未
遽
准
、
復
繕
写
照
舌
癌
単
三
張
、
分
貼
県
城
。
向
知
該
地
工
作
窮
民
、

　
　
毎
早
皆
聚
東
門
地
方
候
雇
、
遂
於
八
月
初
一
日
黎
暁
、
嘱
令
窮
民
威
糾
罷
市
。

　
　
維
時
天
色
尚
早
、
各
鋪
原
来
開
張
、
鳴
動
知
県
藩
翰
模
鞍
壷
査
傘
。

⑭
『
高
宗
実
録
臨
巻
三
〇
四
－
十
、
乾
三
十
工
年
十
二
月
垂
戌
、
諭
軍
機
大
臣
等
。

⑱
掘
地
明
コ
九
九
二
〕
七
三
頁
。

⑯
『
資
料
』
二
八
七
頁
、
乾
隆
三
二
年
四
月
十
二
日
、
煮
繭
巡
撫
明
山
奏
。

　
小
稿
の
最
後
に
、
臼
本
近
世
（
岩
田
浩
太
郎
〔
一
九
八
五
〕
）
と
近
代
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
（
ト
ム
ス
γ

と
の
若
干
の
比
較
史
的
検
討
を
行
い
た
い
。

〔一

緕
ｵ
一
）
・
近
藤
瀦
彦
〔
一
九
七
八
・
七
九
〕
）
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中
撰
．
日
本
．
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
高
度
な
運
動
の
組
織
・
指
揮
回
路
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
暴
動
の
　
9
7



結
集
様
式
も
巻
本
と
共
通
し
て
三
層
構
造
で
あ
る
。
た
だ
、
中
国
に
お
い
て
高
度
な
組
織
・
指
揮
回
路
の
存
在
と
ま
で
は
評
価
し
え
な
い
も
の

の
、
し
ば
し
ば
暴
動
を
首
謀
す
る
階
層
と
し
て
、
科
挙
の
身
分
体
系
に
連
な
る
人
々
が
登
場
す
る
の
は
注
囲
に
値
し
よ
う
。
ま
た
、
民
衆
的
価

格
主
張
に
つ
い
て
、
一
定
の
価
格
を
強
要
す
る
こ
と
は
、
中
国
・
日
本
・
イ
ギ
リ
ス
に
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
意
味
は
同
一
で

は
な
い
。
中
国
に
お
け
る
民
衆
的
価
格
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
民
衆
が
自
律
的
に
設
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
官
価
を
基
準
と
し
て
そ
の

価
格
通
り
の
販
売
を
求
め
る
の
で
あ
る
と
か
、
官
価
に
対
す
る
減
価
要
求
で
あ
り
、
専
制
国
家
的
価
格
体
系
を
前
提
と
し
、
そ
の
中
に
位
置
付

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
近
世
の
幕
姦
雄
国
家
が
石
高
制
を
と
り
、
米
相
場
を
維
持
す
る
た
め
に
民
衆
の
安
売
り
要
求
を
認
め
ず
、

民
衆
の
価
格
設
定
が
公
権
力
と
の
対
抗
関
係
に
あ
る
こ
と
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
民
衆
に
よ
る
穀
物
販

売
の
代
執
行
は
、
中
国
に
お
い
て
は
観
念
的
に
も
現
実
的
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
小
稿
で
考
察
し
え
な
か
っ
た
暴
動
と
地
域
社
会
と
の
関
連
や
明
清
民
衆
運
動
に
お
け
る
食
糧
暴
動
の
位
置
な
ど
は
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。
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引
用
参
考
文
猷
一
覧
（
著
書
・
発
表
年
・
題
屋
・
記
載
誌
の
願
。
後
に
著
書
に
収
め

　
ら
れ
た
論
文
の
引
用
は
著
怨
の
頁
数
を
示
す
。
）

〔
日
本
文
〕

岩
田
浩
太
郎
〔
一
九
八
五
〕
　
「
都
市
打
ち
こ
わ
し
の
論
理
構
造
i
田
本
近
世
の
都
市

　
食
糧
蜂
起
に
つ
い
て
一
」
『
歴
史
学
研
究
』
五
四
七

岸
本
蘂
緒
〔
一
九
八
七
〕
　
「
清
朝
中
期
の
経
済
政
策
－
一
七
七
〇
年
代
の
食
綴
闘
題

　
を
中
心
に
一
」
『
近
き
に
在
り
て
』
十
一

金
　
弘
吉
〔
一
九
九
二
〕
　
「
濾
代
前
期
の
罷
南
試
論
1
そ
の
概
観
と
事
例
考
察
i
」

　
『
待
兼
出
論
叢
』
史
学
編
二
六

近
藤
和
彦
〔
一
九
七
八
・
七
九
〕
　
「
一
七
五
六
～
七
年
の
食
思
蜂
起
に
つ
い
て
（
上

　
下
）
」
『
思
網
ゆ
隠
山
芋
五
四
、
六
五
五

璽
田
　
徳
二
九
五
六
〕
　
「
清
初
に
お
赫
る
湖
南
米
難
場
の
一
考
察
」
『
東
洋
文
化

　
研
究
所
紀
要
臨
十
、
『
清
瀬
社
会
経
済
史
研
究
臨
（
一
九
七
五
、
岩
波
全
店
）
所
収

照
仲
一
成
〔
一
九
八
六
〕
　
「
清
代
漸
江
宗
族
の
組
織
形
成
に
お
け
る
宗
祠
演
劇
の
機

　
能
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
塩
四
四
i
閥

谷
川
道
雄
・
森
正
夫
〔
一
九
八
三
〕
　
『
中
麟
民
衆
叛
乱
史
』
四
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）

中
谷
　
剛
〔
一
九
九
〇
〕
　
「
万
暦
ニ
ニ
年
編
州
府
の
食
程
暴
励
に
つ
い
て
…
都
市
下

　
繍
畏
の
心
性
－
扁
『
山
根
幸
夫
教
授
弾
器
詑
念
明
代
史
論
叢
』
上
巻
（
汲
古
欝
院
）

　
　
　
　
〔
一
九
九
三
〕
「
清
代
都
市
騒
擾
の
形
態
と
論
理
…
乾
隆
八
年
の
福
建
－
」

　
『
和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明
清
時
代
の
法
と
社
会
駈
（
汲
古
書
院
）

則
松
彰
文
〔
一
九
八
九
〕
　
「
清
朝
中
期
の
経
満
政
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entstanden　und　alte　standische　Gesellschaft　zurUckgedrangt　wurde．　Wie

in　PreuBen，　wo　alte　politische　und　gesel！schaftliche　Ordnungen　von　den

sogenannten　Stein－Hardenbergschen　Reformen　verandert　wurden，　so　auck

in　Bayern　wurden　neue　Systeme　von　eine　Reihe　Reformen　geschaffen，

deren　Triebkraft　der　leitende　Minister　M．　von　Montgelas　war．

　　Wahrend　dieser　Reformzeit　wurde　auch　Gewerbewesen　verandert．　Die

Einftlhrung　der　vOlligen　Gewerbefreiheit　wurde　zwar　in　Bayern，　wie　in　vie－

len　anderen　Gebieten　Deutschlands，　nicht　realisiert，　aber　die　drUckendste

Fessel　des　Zunftwesens　beseitigt　und　die　Tatigkeit　der　Zttnfte　unter　die

strenge　btirel〈ratische　Aufsicht　gestellt．’ @ln　Bayern　1825　wurden　noch　wei－

tere　MaBnahmen’　zti　besser6r　Kontrolle　der　Zttnfte　ergriffen，　ntimlich　alie

Zttnfte　im　rechtSrheinischen　BaYern　wurden　durch　das　neue　Gewerbegesetz

bls　Gewerbevereinen　re6rganisiert．

　　Dieser　Aufs2tz　beschreibt’die　Grundzttge’　des　bayerischen　Gewewebxtie－

sens　nach・　den　Montgelas’schen　Reformen　und　dem　Gewerbegesetz　vo’n

1825　und　versucht　mit　den　’ 唐狽≠狽奄唐狽奄唐モ?ｅｎ　Daten　zu　erklaren，　welchen

EinfiuB　dieses　bayerische　’Gewerbewesen　auf　die　Entwicklung　des　Hand－

werks　in　der　ersten　Halfte　des　19．　Jahrunderts　austtbte．

T’nree　Types　of　Foodriot　in　18　th　Century　China

by

HoRicm　Akira

　　MaBy　foocl　riots　broke　out　in　18tk　century　China，　particularlY　during　the

1740’s　1750’s．　These　riots　can　be　classifiecl　according　to　three　types

First，　riets　aimed　at　compelling　rich　people　to　loan　their　grain．　Since

only　when　their　demands　were　not　satisfied　did　the　rioters　plunder　grain

owned　by　the　rich，　such　riots　can　’be　considered　as　a　viblent　versioii　of

ordinary　dealings．　Second，　riots　aimed　at　hindering　graln　movement　from

one　c”trea　to　an6th．er　in　order　to　prevent　grain　prices　froin　rising．　The

third　type　consists　of　disturbances　in　which　the　rioters　demanded　that　local

offtcials　sell　public　graln　at　a　low　price．　The　leaders　of　these　riots　tended

to　be　local　elites，　whose　status　depended　on　the　examination　systerA，　and

sceundrels．　Furthermore，　there．was　no　murder　and　no　arson　in　the　riots．

To　this　extent，　the　rioters　were　nQt　entirely　undisciplined．
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